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jFj サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
見
た
外
国
人
、
雇

-
|
行
政
制
裁
と
そ

用
ル
l
ル
、
そ
し
て
労
働
法
(
三
)

の
エ
ン
フ
ォ
l
ス
メ
ン
ト
を
手
掛
か
り
に
|
|

目

次

序
論
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役
割

一
は
じ
め
に
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働
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ク
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ヨ
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成

件
口
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庁

屋

博
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説

第

章

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
政
策
支
援
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
創
生
の
一
断
面

ー
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
の
制
定
史
|

第
一
節
一
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
と
〈
移
民
〉
労
働
力

一
〈
移
民
〉
労
働
力
統
制
の
試
み
一
八
八
0
年
代
前
後
の
雇
用
政
策
と
移
民

二
メ
キ
シ
コ
人
の
到
来
|
一
九
五
0
年
代
前
後
の
雇
用
政
策
と
〈
移
民
〉

第
二
節
行
政
制
裁
制
度
の
誕
生
と
導
入

一
行
政
制
裁
誕
生
の
経
緯

二
行
政
制
裁
の
問
題
点
|
和
解

三
行
政
制
裁
の
意
味
付
け
|
新
し
い
価
値
規
範
を
巡
っ
て

四
行
政
制
裁
型
の
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
へ
向
け
て

第
三
節
連
邦
移
民
法
と
行
政
制
裁
|
労
働
市
場
と
使
用
者
規
制
の
関
係

一
一
九
七
0
年
代
の
思
想
|
行
政
制
裁
の
威
力

二
各
州
の
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
|
州
法
と
刑
事
罰
の
余
波

一
一
一
一
九
八
0
年
代
l
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
法
案
の
完
成

四
行
政
制
裁
制
度
の
成
立
に
至
る
ま
で

第
二
章
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
分
析
を
通
じ
て
見
た
ア
メ
リ
カ
連
邦
移
民
法
に
お
け
る
政
策
支
援
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン

l
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
お
よ
び
行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト

第
一
節
移
民
帰
化
局
の
す
る
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト

一
移
民
帰
化
局
|
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
執
行
機
関

二
雇
用
主
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

I
S
M
-
o
u
B
2
2
2
5
=。
コ
河
内
〉

三
捜
査
、
摘
発
、
お
よ
び
立
件

l
g
F
R
n
B
g
Z己
m
n〉

第
二
節
裁
決
例
お
よ
び
裁
判
例
か
ら
見
た
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
実
態

一
行
政
制
裁
の
算
定
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

二
聴
聞
過
程

三
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
分
析
か
ら
得
ら
れ
る
行
政
制
裁
の
正
当
性
と
一
雇
用
ル

l
ル

終
章
ア
メ
リ
カ
型
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム
の
特
質
と
日
本
法
へ
の
示
唆

一
行
政
制
裁
を
中
心
に
し
た
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ
ム

二
日
本
に
お
け
る
労
働
法
シ
ス
テ
ム
と
の
対
比

三
今
後
の
課
題

第

節

連
邦
移
民
法
と
行
政
制
裁
|
労
働
市
場
と
使
用
者
規
制
と
の
関
係
(
続

各
州
の
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定

一
九
七

0
年
代
の
動
向

一
九
七

0
年
代
の
不
法
移
民
の
状
況
を
語
る
際
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
州
法
(
円
宮

ω
g
n
F曲
者

)

の

な

刊

5
1
0
U『

四
円

回目
nzoロ
ョ
の
立
法
動
向
で
あ
る
。

一
九
七
一
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
が
法
案
〉
回
凶
民
を
通
過
さ
せ
て
以
降
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
動
き

一
九
七
四
年
に
は
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
と
メ
イ
ン
州
で

.
6
5
1
0百
円
窓
口

nzS3

が
各
州
に
広
が
っ
た
。

一
九
七
二
年
に
は
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
で
、

が
制
定
さ
れ
た
。
連
邦
議
会
が
こ
の
問
題
で
紛
糾
し
て
い
る
問
、

(
1
)
 

一
に
及
ん
だ
。

一
九
八
一
一
一
年
の
モ
ン
タ
ナ
州
法
ま
で
含
め
る
と
ぷ
自
立
。
百
円
∞

g
g
S
3

を
制
定
し
た
州
政
府
は

北法54(4・53)1149 



説

た
だ
し
各
州
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
聞
に
は
顕
著
な
違
い
が
あ
っ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
行
政
制
裁

(
n
E
-
mロ
刊
)
を
志
向
し
た
こ

~t. it54 (4・54)1150 

さチム
両岡

と
は
先
述
し
た
。
次
に
立
法
化
に
至
っ
た
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
法
の
雇
用
主
懲
罰
制
度
は
科
料

(
S
E
E
-
E
R
E
m
-同国国〉
E
a
m
g
g
g円
)
を

(2) 

基
本
と
し
た
。
同
じ

EOB-uE苫
2
B
S
Sョ
で
も
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
法
的
性
格
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

合
衆
国
連
邦
行
政
協
議
会
(
〉

ncω)
の
勧
告
は
一
九
七
二
年
だ
っ
た
の
で
、
結
果
的
に
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
の
立
法
過
程
に
勧
告
内
容
は

及
、
は
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
勧
告
は
主
と
し
て
連
邦
行
政
機
関
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
州
議
会
や
州
行
政
が
勧
告
に
拘
束
さ
れ
る
い

わ
れ
は
な
い
。
と
は
い
え
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
と
メ
イ
ン
州
両
立
法
関
係
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
立
法
過
程
で
行
政
制
裁
の
導
入
勧
告
の
経
緯
を
十
分

(
3
)
 

知
り
得
た
筈
で
あ
る
。
だ
が
、
行
政
制
裁
を
採
用
し
た
の
は
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
法
だ
け
だ
っ
た
。
メ
イ
ン
州
法
は
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
の

(4) 

雇
用
を
「
E
級
犯
罪
(
白
白
血
回
国
開

2
5
n
)
」
と
規
定
し
、
法
違
反
者
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
し
て
最
高
一
年
の
禁
固
刑
を
用
意
し
た
。

後
発
組
の
対
応
に
も
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
の
構
想
に
パ
ラ
つ
き
が
あ
っ
た
。
一
九
七
六
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
は
行
政
制
裁

(5) 

(
凶
器
)
を
勧
告
に
合
わ
せ
て
採
用
し
た
。
一
九
七
七
年
に
は
ヴ
ァ
!
ジ
ニ
ア
州
で
も
E
n
s
-
L
O
官
同
窓
口
町
民
O
ロ
ョ
が
立
法
に
至
っ
た
が
、
罰
則

(
6
)
 

は
刑
事
制
裁
が
用
い
ら
れ
た
。
同
年
と
翌
一
九
七
八
年
に
は
ニ
ュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ
!
州
と
ヴ
ァ

l
モ
ン
ト
州
が
相
次
い
で
ぷ
目
立
ミ
R
S
R
'

c。
ロ
還
を
制
定
し
、
両
州
と
も
行
政
制
裁
を
採
用
し
た
。
だ
が
ニ
ュ

i
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
は
当
初
禁
固
刑
を
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
す
る
刑
事
制

(

7

)

(

8

)

 

裁
を
あ
わ
せ
て
採
用
し
て
い
た
。
ヴ
ァ

1
モ
ン
ト
州
は
違
反
回
数
に
応
じ
た
段
階
的

(
Z
9
5司
)
制
裁
シ
ス
テ
ム
を
組
み
込
ん
だ
。

こ
の
時
期
は
連
邦
議
会
の
審
議
で
も
、

d
S
1
0苫
『
的
自
口
氏
。
ロ
ョ
に
刑
事
罰
を
加
え
る
べ
き
か
ど
う
か
は
揺
れ
て
い
た
し
、
行
政
制
裁
の
金

額
や
初
回
の
違
反
の
扱
い
も
法
案
に
よ
っ
て
対
応
は
異
な
っ
た
。
各
州
法
の
規
定
に
は
一
貫
し
た
法
形
成
の
思
想
は
な
く
、
試
行
錯
誤
の
様

子
が
窮
え
る
。

仮
に
各
州
の
立
法
府
が
州
内
の
雇
用
政
策
を
具
体
的
に
構
想
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
用
い
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
ェ

ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
過
程
で
難
点
の
多
い
刑
事
制
裁
シ
ス
テ
ム
の
採
用
は
避
け
た
だ
ろ
う
。
州
法
レ
ベ
ル
の

d
S
1♀
R
S
R
gロ
ョ
に
刑



事
制
裁
が
用
い
ら
れ
た
背
景
に
は
、
〈
移
民
〉
労
働
者
に
対
す
る
各
州
の
立
法
府
と
労
働
行
政
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
作
業
が
存
在
す

の
立
法
を
急
い
だ
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
よ
り
も
雇
用
社
会
へ
の
ア
ッ
ピ
ー
ル
を
重
ん
じ
て
ぷ
5
1
0百
円
回
目

E
8
3

る
。
と
こ
ろ
が
州
法
レ
ベ
ル
の
ぷ
目
立
♀

0
2
g
g
S
3
は
の
ち
に
機
能
不
全
が
起
こ
っ
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

(コ

一
九
八
0
年
代
の
動
向

八
0
年
代
以
降
も

Em
自
立
。
苫
『
∞
B
2
5ロ
ョ
は
合
衆
国
各
州
で
立
法
お
よ
び
制
度
化
さ
れ
た
。
か
つ
先
行
し
て
立
法
に
至
っ
た
各
州
の

玄

m
B
1
0旬。『回
B
2
5ロ
ョ
は
制
度
改
定
の
時
期
を
そ
れ
ぞ
れ
迎
え
た
。

ω白
河
唱
に
よ
っ
て
立
法
化
に
か
す
か
な
光
明
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
連
邦
レ
ベ
ル
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
依
然
と
し
て
成
立
が
遅

れ
て
い
た
。
連
邦
法
の
制
定
に
先
駆
け
た
各
州
が
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
構
想
お
よ
び
制
定
に
独
自
の
対
応
を
採
っ
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な
い
。

ωQm-M
が

政

府

議

会

に

勧

告

を

出

し

た

こ

と

に

前

後

し

て

、

カ

ン

サ

ス

の

両

州

で

・

6
5立
ミ
ミ

8
5
5
2
2

(

9

)

(

叩
)

が
誕
生
し
た
。
あ
わ
せ
て
ニ
ュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
州
も
罰
則
に
刑
事
制
裁
を
含
め
な
い
修
正
立
法
を
完
了
さ
せ
た
。

(
日
)

一
九
八
三
年
に
も
モ
ン
タ
ナ
州
が
・
6
5
1
a
q
g
R
2
2
3
を
立
法
化
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
と
メ
イ
ン
の
両
州
で
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制

(
円
以
)

度
が
改
め
ら
れ
た
。

一
九
八
一
年
、

フ
ロ
リ
ダ
、

こ
う
し
て
州
レ
ベ
ル
の
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
出
揃
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
制
度
が
も
た
ら
す
成
果
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

た
い
て
い
の
州
で
は
就
労
資
格
が
な
い
外
国
人
と
知
り
な
が
ら
(
官
。
豆
諸
々
)
雇
用
す
る
使
用
者
を
取
り
締
ま
る
こ
と
を
想
定
し
た
。

労
働
者
の
就
労
資
格
が
な
い
こ
と
を
「
知
っ
て
い
る
」
か
ど
う
か
は
、
使
用
者
が
就
労
資
格
を
労
働
者
に
問
い
質
し
た
か
ど
う
か
で
判
断
す

る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
の
ち
に
連
邦
法
の
就
労
資
格
確
認
制
度
(
〈

2
m
g
E
g
∞3
8
5
/〈
2
m
g
g口
言
。

gaza)
と
な
っ
た
。

北法54(4・55)1151 



説

と
こ
ろ
が
確
認
方
法
は
州
に
よ
っ
て
異
な
っ
た

OEms-o百
円
田

g
a
2
3
の
中
に
、
労
働
者
の
就
労
資
格
を
使
用
者
に
確
認
す
る
よ
う
条

(
日
)

文
で
明
示
し
、
こ
れ
を
義
務
付
け
る
州
法
は
ま
し
な
部
類
と
言
え
た
。
根
拠
規
定
を
置
い
て
詳
細
を
行
政
規
則
で
定
め
る
ス
タ
イ
ル
を
採
っ

(
は
)

た
州
法
は
、
使
用
者
が
な
に
を
す
べ
き
か
条
文
か
ら
は
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
労
働
者
に
何
ら
か
の
就
労
資

(
日
)

格
証
明
書
を
提
出
さ
せ
る
州
と
、
口
頭
で
や
り
と
り
や
試
聞
を
す
れ
ば
よ
い
州
が
あ
っ
た
。

論

カ
ン
サ
ス
州
や
モ
ン
タ
ナ
州
の
よ
う
に
州
法
が
定
め
る

Ens-。
百
円
日

g
g。
ロ
ョ
の
条
文
に
就
労
資
格
確
認
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い

(
凶
)

場
合
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
就
労
資
格
確
認
制
度
は
別
の
厄
介
な
問
題
を
生
み
出
し
た
。

(三)

州
法
規
定
の
正
統
性
|
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の

Eos-aRED口
C
O
R
・
と
裁
判
所
の
判
断

問
題
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
か
ら
始
ま
っ
た
。
当
時
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
の

Ens-。
百
円
出

g
n
g
R
(雇
用

主
制
裁
制
度
)
ョ
は
、
労
働
者
の
就
労
資
格
(
富
岳

O
E邑
S
B
芸)円
r)
で
は
な
く
在
留
資
格
(
庁
官

-
B
E
E
n可
)
を
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ

(
げ
)

て
い
た
。
雇
用
主
が
労
働
者
の
在
留
資
格
を
確
認
し
て
い
る
な
ら
外
国
人
の
雇
用
で
あ
っ
て
も
な
ん
ら
違
法
は
な
い
。

さ
て
一
九
七
一
年
一
一
月
、
外
国
人
を
何
人
か
雇
用
し
て
い
た
ロ
ス
の
会
社
の
経
営
者
た
ち
が
、
州
法
の

2
0
5立
。
吉
『
凶
包

3
8
3
は
違

憲

(gngsgasp-)
で
あ
る
か
ら
、
州
の
労
働
行
政
当
局
が
同
規
定
を
行
使
し
、
外
国
人
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
を
摘
発
し
な
い

よ
う
求
め
る
訴
え
を
「
〉
・
郡
地
方
裁
判
所
(
回
開

ω吾

3
2内
E
P
F
S
〉

a
s
n
g
E可
)
に
提
起
し
た
。
裁
判
所
は
一
九
七
二
年
三
一
月
、

経
営
者
側
原
告
の
訴
え
を
認
め
、
州
法
の
・
6
5
1
0苫
『
∞
S
2
5ロ
ョ
は
川
移
民
帰
化
を
規
制
す
る
連
邦
議
会
の
権
能
を
侵
害
し
、

ω憲
法
が

保
障
す
る
デ
ュ

i
プ
ロ
セ
ス
に
も
違
反
す
る
と
し
て
違
憲
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
簡
易
判
決

(
B
m
B
R
S
E
B
a
s
-。
ロ
)
を
出
し
た
。
そ
こ

で
被
告
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
行
政
当
局
が
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
。

北法54(4・56)1152 



サンクションを通じて見た外岡入、雇用ルール、そして労働法(3)

(

刊

日

)

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
第
二
控
訴
裁
判
所
有
。
皇
え
〉
召

a
p
r
g
z
o
u
E
R
)
は
初
審
の
判
断
を
支
持
し
控
訴
を
退
け
た
。

連
邦
移
民
法
が
外
国
人
や
不
法
移
民
金
雇
用
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
る
以
上
、
こ
の
領
域
に
関
す
る
州
法
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
連
邦
法
は

禁
じ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
の
雇
用
主
制
裁
規
定
は
移
民
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
直
接
意
図
し
て
な
く
て
も
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
在
留
外
国
人
の
適
法
な
就
労
を
支
援
す
る
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
移
民
に
関
し
て
連
邦
議
会
の
持
つ
専
属
的
な
権
能
(
四
百
E

(
川
口
)

宮
守
冊
目
当
者
向
円
)
に
抵
触
す
る
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
州
法
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
い
か
な
る
部

(
初
)

分
が
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
違
反
を
構
成
す
る
の
か
に
つ
い
て
控
訴
裁
判
所
は
判
断
し
な
か
っ
た
。

一
九
五
二
年

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
で
も
ぷ
自
立
。
苫
叫
回
目
色
。
ロ
還
を
め
ぐ
っ
て
仮
処
分
事
件
が
起
こ
っ
た
。
事
案
そ
の
も
の
は
、
婚
姻
を
理
由
と
す
る
在

(
幻
)

留
資
格
変
更
を
合
理
的
な
期
間
で
、
つ
ま
り
迅
速
に
裁
決
す
る
よ
う
移
民
帰
化
局
(
同
Z
ω
)
に
求
め
る
外
国
人
の
申
立
て
だ
っ
た
。
コ
ネ
チ

(
幻
)

カ
ッ
ト
州
の
ぷ
B
1
0可
再

開

g
n
z
oロ
ョ
に
よ
っ
て
、
よ
ほ
ど
リ
ス
ク
を
好
む
使
用
者
以
外
は
在
留
資
格
の
整
わ
な
い
外
国
人
の
雇
用
を
手
控

え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
就
職
に
障
り
が
出
な
い
よ
う
に
通
常
六
ヶ
月
か
ら
三
年
は
か
か
る
と
い
う
在
留
資
格
の
変
更
手
続
き
を
望
ω
は
迅

速
に
処
理
す
る
よ
う
原
告
の
外
国
人
は
申
し
立
て
た
の
で
あ
る
。

(
お
)

裁
判
所
は
急
迫
か
つ
修
復
不
可
能
な
損
害

(
E
s
a
g
s
-
R
4向
島
々
互
zq)
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
こ
の
申
立
て
を
却
下
し
た
。

だ
が
在
留
資
格
を
要
件
に
す
る
州
法
の
ぷ
呂
田
己
O
苫
門
田

B
S
8
3
規
定
は
、
連
邦
移
民
法
規
定
と
の
衝
突
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か

zp
コ，
.
O

J
J
て

ふ

/

北i去54(4・57)1153 

一
九
七
0
年
代
の
当
初
か
ら
ま
由
自
立
♀
角
田

E
S
8
3
は
訴
訟
沙
汰
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
間
も
各
州
立
法
府
は
法
制
化
を
続

け
て
い
た
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。



説

と
こ
ろ
が
あ
る
時
期
に
な
る
と
立
法
に
至
っ
た
各
州
の
・
6
2立
♀
2

回目

2
8
3
規
定
は
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
が
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
さ
れ

号也
口問

問
題
は
ま
た
も
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
雇
用
主
制
裁
規
定
だ
っ
た
。

~ti去54(4 ・ 58) 1154 

る
よ
う
に
な
る
。

農
業
労
働
者
請
負
人
(
皆

5
5
2
8号
室
。
『
)
に
解
雇
さ
れ
復
職
が
適
わ
な
か
っ
た
移
住
農
業
労
働
者

(
E
B
G『
恒
三
日
間
『
自
門
『
自
己
目

君
。
浜
町
円
)

が
、
請
負
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
と
差
止
命
令
を
求
め
る
訴
え
を
サ
ン
タ
パ

l
パ
ラ
郡
地
方
裁
判
所
有
宮
∞
岳

2
2
n
g
p

ω
S
S
∞
日

e
R釦
(
リ
。
ロ
ロ
門
司
)
に
提
起
し
た
。
自
分
の
解
雇
は
、
州
法
の

E
m
2
1
3
R
窓
口
n
g
k・
規
定
に
違
反
し
て
請
負
人
が
不
法
外
国
人
を
多

数
プ
ー
ル
し
、
自
分
に
代
替
す
る
労
働
者
を
容
易
に
あ
て
が
う
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
か
ら
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
請
負
人
側

(μ) 

の
「
デ
イ
マ

l
ラ
(
母
B
C弓
R)」
を
認
め
た
た
め
、
原
告
労
働
者
は
さ
ら
に
控
訴
し
た
。

(
お
)

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
第
二
控
訴
裁
判
所
は
、
州
法
の

Ens-。
百
円
凹

gag--
を
ま
た
し
て
も
違
憲
と
判
断
し
た
。
。
。

-
a
g
n
g
Eロ
明
白
)
・
〈

(
お
)

因。

S
E
N
事
件
と
同
じ
く
、
州
法
の
ア
ク
シ
ョ
ン
が
連
邦
議
会
の
権
能
を
侵
し
て
い
る
と
理
由
付
け
た
の
で
あ
る
。
だ
が
違
憲
で
あ
る
以
上
、

E
O
B立
。
百
円
∞

g
a
gョ
規
定
を
ベ

l
ス
に
し
て
労
働
者
は
損
害
賠
償
や
差
止
命
令
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
原
告
の
訴
え
を

(
幻
)

退
け
た
。

(
お
)

こ
の
上
訴
を
受
理
し
た
連
邦
最
高
裁
の
判
断
は
六
人
賛
成
、
一
人
不
参
加
で
原
判
決
破
棄
差
戻
し
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

法
廷
意
見
は
川
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
の
雇
用
主
制
裁
規
定
に
は
、
合
衆
国
憲
法
に
基
づ
く
連
邦
法
の
移
民
規
制
の
専
属
的
な
権
能
に
逆

ら
う
立
法
意
図
が
な
い
か
ら
、
州
法
の
規
定
は
違
憲
で
は
な
い
、
凶
合
衆
国
憲
法
の
最
高
法
規
条
項
と
連
邦
移
民
法
に
よ
る
専
占

(
匂

5
2
6
5ロ
)
が
あ
っ
て
も
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
の
規
定
は
州
政
府
の
雇
用
に
関
す
る
規
制
権
限
(
宮
出

8
宮

5
『
)
の
範
囲
内
に
あ

り
、
か
つ
連
邦
移
民
法
は
連
邦
法
と
両
立
す
る
限
り
に
お
い
て
州
法
の
雇
用
規
制
立
法
を
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
同
州
法
の

規
定
は
や
は
り
違
憲
で
は
な
い
、
同
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
の
規
定
が
連
邦
法
や
行
政
規
則
に
抵
触
し
て
い
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
ど
の
程



(
符
)

度
抵
触
し
て
い
る
か
を
再
判
断
す
る
よ
う
事
案
を
州
控
訴
裁
判
所
に
差
戻
す
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

こ
う
し
て
一
九
七
六
年
二
月
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の

Ens-ミ
R
8
2
n
E
E
-
-
規
定
は
一
応
の
正
統
性
を
連
邦
最
高
裁
判
所
に
承
認
さ
れ

た。
だ
が
差
戻
審
の
ほ
う
は
結
審
し
な
か
っ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
司
法
部
(
円
Z
E
B
〉

g
s
a
c
s
q包
〆
。

B
2
)
と
労
働
関
係
部

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

(
同
町
四

0
4
E
B
2
2
2
E
C
2
5
-
m
m
E
5ロ
)
各
当
局
は
一
九
七
四
年
州
控
訴
裁
判
所
の
判
断
に
引
き
ず
ら
れ
、
訴
訟
参
加
し
て
ま
で
州
法
規

(
初
)

定
の
正
統
性
を
求
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
各
郡
の
労
働
行
政
当
局
も
州
法
の
規
定
が
違
憲
で
あ
る
と
思
い
込
み
、

(
出
)

雇
用
主
制
裁
規
定
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の

E
n
s
-
ε
q
g口三
5
ロ
ョ
は
、
「
ワ
シ
ン
ト
ン
か

(
辺
)

ら
差
戻
さ
れ
る
途
中
で
事
実
上
消
滅
し
た
(
己
お
宮
宅
金
国
名
目
u
m
R
E
S
-
z
g
a
g
n
r
。
。
言
者

g
E口
問
窓
口
)
」
の
で
あ
る
。

(
お
)

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
雇
用
主
制
裁
規
定
は
、
雇
用
主
を
た
だ
の
一
度
も
訴
追
す
る
こ
と
な
く
役
割
を
終
え
た
。
そ
し
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
の
一
連
の
動
向
は
他
の
各
州
の

EmB立
ミ

R
S
R
gロ
ョ
規
定
の
存
在
の
是
非
、
そ
し
て
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
影
響
を
及
ぼ
し

た。m問
州
法
違
憲
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
蔓
延
し
た
七

0
年
代
末
か
ら
一
九
八

0
年
代
に
か
け
て
、
各
州
の
労
働
行
政
は
ぷ
自
立
♀

R
S
R号
口
三
に

(
別
)

関
わ
る
捜
査
お
よ
び
立
件
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
か
っ
た
。

州
法
レ
ベ
ル
の

Ens-u-。ョ
z
s
E
2
3
と
は
何
だ
っ
た
の
か
?

北法54(4・59)1155 

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
の
労
働
行
政
当
局
は
、
経
営
者
ら
に

Ens-v一
。
吉
司
聞
き

nZ23
規
定
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
差
止
請
求
訴
訟
を
提
起
さ
れ
、

(
お
)

当
局
と
し
て

.65立
。
苫

:
g
n
Eロ
ョ
規
定
の
運
用
を
停
止
か
つ
禁
止
す
る
旨
の
裁
判
上
の
和
解

(
n
S
8ロ
ニ

E
m
B
g円
)
を
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
以
降
裁
判
の
当
事
者
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
一
雇
用
主
に
当
局
の
摘
発
が
在
ろ
う
筈
が
無
か
っ
た
。
モ
ン
タ
ナ
州
労
働
行
政
当
局
は
一



説

(
お
)

九
八
三
年
に
違
法
雇
用
に
関
与
し
た
雇
用
主
に
対
す
る
雇
用
差
止
命
令
仮
処
分
決
定
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
モ
ン
タ
ナ
州
の
対
応

北i去54(4・60)1156 

論

は
そ
の
一
件
だ
け
だ
っ
た
。
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
州
の

E
o
s
-
ε
q
g
R
Eロ
ョ
規
定
に
は
刑
事
科
料

(EO)
と
禁
固
刑
が
用
意
さ
れ
て
い
た
が
、

(
幻
)

適
用
さ
れ
た
ケ
l
ス
は
た
っ
た
二
件
に
と
ど
ま
っ
た
。

こ
う
し
て
刑
事
罰
を
含
む
州
法
・
6
5
1
ミ
R
E
S
-
g
z
は
ほ
と
ん
ど
運
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

行
政
制
裁
型
の
各
州

Ens-o百
円
回
目
色
。
ロ
ョ
に
し
て
も
運
用
お
よ
び
執
行
の
様
子
は
大
差
な
か
っ
た
。
当
局
は
外
国
人
の
違
法
一
雇
用
に

つ
い
て
捜
査
活
動
そ
の
も
の
を
事
実
上
停
止
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
の
欠
陥
と
い
う
よ
り
は
政
治
的
問
題
だ
っ
た
。
違
法
な
〈
移

民
ご
雇
用
の
摘
発
は
、
労
働
行
政
当
局
内
部
の
資
源
分
配
や
業
務
の
優
先
順
位
で
最
も
低
い
部
類
に
属
し
た
し
、
連
邦
行
政
当
局
と
の
連
携

(
お
)

も
不
足
し
て
い
た
。

し
か
し
行
政
制
裁
が
何
ら
か
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
上
の
問
題
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
の
は
あ
る
種
の
救
い
で
あ
っ
た
。
行
政
制
裁
が
州

法
レ
ベ
ル
で
問
題
を
起
こ
せ
ば
、
連
邦
移
民
法
案
に
お
け
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
議
論
は
ま
た
一
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
・
た

だ
ろ
、
っ
。

行
政
制
裁
で
あ
れ
刑
事
規
制
で
あ
れ
、
雇
一
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
に
関
す
る
州
政
府
の
規
制
権
限
は
、
〈
移
民
〉
が
関
係
す
る
限
り
ベ

シ
デ
ィ
ン
グ
さ
れ
る
。
こ
の
専
占
理
論
を
最
高
裁
に
宣
告
さ
れ
た
以
上
、
州
法
の

Emg立
♀

R
5
5
5ロ
ョ
規
定
は
、
連
邦
法
が
成
立
す
る

ま
で
の
つ
な
ぎ
で
し
か
な
か
っ
た
。
事
実
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
一
九
八
六
年
連
邦
移
民
法
が
成
立
し
た
後
、
雇
用
主
制
裁
規
定
そ
の
も
の

を
一
九
八
八
年
に
削
除
し
て
し
ま
っ
た
。

同
時
に
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
〈
移
民
〉
が
関
与
す
る
労
働
市
場
の
規
制
を
進
め
る
た
め
の
連
邦
移
民
法
の
地
位
と
役
割
は
か
え
っ
て
高

ま
っ
た
。

u
o
n
g
g〈
-
E
g
最
高
裁
判
決
は
新
移
民
法
と
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
立
法
の
駆
動
力
と
な
っ
た
。



カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の

Eos-Laq
∞
gnccロ
ョ
は
、
連
邦
移
民
法
案
に
行
政
制
裁
と
い
う
示
唆
的
な
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
面
で
の
ア
イ
デ
ア

を
与
え
た
一
方
で
、
自
ら
の
存
在
価
値
は
結
局
連
邦
法
に
引
導
を
渡
す
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。

だ
が
各
州
の

EOB-v-♀
常
国
自
邑

8
3
は
、
そ
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
上
の
問
題
を
通
じ
て
、
連
邦
法
の
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
制
定

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

の
議
論
に
何
ら
か
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
限
ら
ず
各
州
法
の
・
6
5立
。
百
円
窓
口
n
t
S
3

年
以
降
連
邦
議
会
の
法
案
審
議
を
再
度
刺
激
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

の
限
界
が
、

一
九
八

O

一
九
八
0
年
代
!
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
法
案
の
完
成

←) 
月
間
切
の
勧
告

一
九
八

O
年
五
月
、
特
別
委
員
会
∞
白
河
可
は
下
院
司
法
小
委
員
会
(
移
民
、
難
民
及
び
国
際
法
に
関
す
る
小
委
員
会
一
門
町
内
∞
与

8
5
ヨネ

8
。
sロ】
5sE-拓凹
sE門cg

同

5。ロP岨同河N
刊『
Pロ凹唱伺伺
g回温陪包ロ
E仏

EE円芯白『
BロE曲邑【tgF5。gロE由包=戸
g白2垣。え叫ご円忌
Fz町こ甲国向。
gロE凹

8白(内リ。ヨヨ弓-

難
民
政
策
に
関
す
る
小
委
員
会
一
L【吾E宮伺∞
z号
σng。B邑E戸門円
8
。sロ三
-z55呂仲加句『白皇円
=g-5。sロ自乱斗一河m白『
Pロ加
g
閉司宮》5。一

=r同尽n♀可。え叫士門岳z何∞町
g=釦【お町【内U
。
BBE-

の
合
同
公
聴
会
を
開
催
し
た
。
移
民
に
関
し
て
特
別
委
員
会
の
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
る
の
は
お
よ
そ
一
二
三
二
一

O
年
ぶ
り
で
、
こ
の
合
同
公
聴
会
の

様
子
は
全
米
に
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
中
継
で
公
開
さ
れ
る
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
社
会
の
関
心
は
高
か
っ
た
。

(
お
)

す
で
に
特
別
委
員
会
は
全
米
各
地
で
公
聴
会
を
開
催
し
、
最
終
報
告
書
に
向
け
て
予
備
報
告
書
(
円

Z
E『
ご
唱
。
ユ
)
を
完
成
さ
せ
て
い
た
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
最
終
的
判
断
は
「
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
の
雇
用
を
違
法
と
す
る
立
法
を
勧
告
す
る
」

と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
き
そ
う
だ
つ
た
。
特
別
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
一
一
一
一
人
ま
で
が
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
立
法
化
を
支
持
し
て

(
刊
)

い
た
。

北法54(4・61)1157 



説

そ
し
て
一
九
八
一
年
三
月
最
終
報
告
書
が
完
成
し
た
。
間
報
告
書
は
推
定
三
五
O
|
三
六
O
万
人
の
不
法
移
民
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
与

え
る
悪
影
響
を
懸
念
し
、
早
急
な
対
応
策
と
し
て
次
の
四
点
を
勧
告
し
た
。

山
国
境
お
よ
び
国
内
で
の
法
執
行
に
関
わ
る
人
員
確
保
、
人
材
の
養
成
、
そ
し
て
執
行
予
算
の
確
保

凶
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
の
雇
用
を
違
法
と
す
る
立
法
|
就
労
資
格
を
確
認
し
た
か
ど
う
か
に
基
づ
く
雇
用
主
へ
の
制
裁
規
定
の
整
備

同
賃
金
と
労
働
条
件
に
関
す
る
法
規
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
強
化

川
州
諸
策
が
実
施
さ
れ
た
の
ち
、
一
九
八
O
年
一
月
一
日
以
前
に
入
国
し
、
特
定
期
間
合
衆
国
に
継
続
滞
在
中
の
外
国
人
の
在
留
資
格
を
変

更
す
る
た
め
の
す
み
や
か
な
立
法

gb. 
n冊

な
お
∞

Q
m司
は
か
つ
て
の
ブ
ラ
セ
ロ
計
画
の
よ
う
な
一
時
的
労
働
力
輸
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
反
対
し
た
が
、

(
引
)

的
農
業
向
け
外
国
人
労
働
者
の
導
入
を
条
件
つ
き
で
是
認
し
た
。

H
ー
2
ビ
サ
に
よ
る
季
節

ω
Q
m句
は
特
段
の
勧
告
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
最
終
報
告
書
は
連
邦
議
会
が
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
必
要

な
条
件
を
公
式
に
明
示
し
た
。
そ
の
条
件
と
は
(
凶
以
外
の
)
上
記
す
べ
て
の
施
策
と
、
季
節
農
業
労
働
者
の
供
給
ル

l
ト
確
保
策
で
あ
っ

た
。
農
業
メ
ジ
ャ
ー
は
産
業
界
で
は
比
較
的
労
働
力
の
確
保
策
に
最
後
ま
で
関
心
を
持
ち
続
け
、
積
極
的
に
労
働
力
確
保
支
援
策
を
求
め
る

運
動
に
関
わ
り
つ
づ
け
た
。
他
の
産
業
が
遂
行
可
能
な
機
械
化
お
よ
び
省
力
化
が
農
業
労
働
の
分
野
で
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
関
し
て
、
最
終
報
告
書
は
連
邦
法
と
し
て
整
備
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
・
Rms-5宮
司
窓
口

ngロ
ョ
の
基
本
条
件
を
確

刃
心

J
h
』

O

-三
nH

，l‘
4
J

第
一
に
、
そ
の
エ
ン
フ
ォ

i
ス
メ
ン
ト
の
焦
点
を
比
較
的
多
数
の
従
業
員
|
お
よ
そ
一
O
人
か
ら
一
五
人
以
上
ー
が
存
在
す
る
企
業
に
置

く
こ
と
。
第
二
に
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
方
式
は
刑
事
制
裁
よ
り
行
政
制
裁
が
望
ま
し
い
こ
と
。
そ
の
際
、
行
政
庁
の
発
す
る
警
告
や
違
反
者
の

北)1;54(4・62)1158 



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

態
様
に
応
じ
て
制
裁
内
容
が
決
定
す
る
シ
ス
テ
ム
と
、
違
反
者
が
制
裁
内
容
に
抗
告
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
。
第
三
に
、
違

法
雇
用
に
示

5
5ロ
個
々
(
知
り
な
が
ら
)
ョ
と
い
う
要
件
を
付
す
こ
と
は
雇
用
主
の
権
利
保
護
の
上
で
必
要
だ
が
、
暖
味
規
定
で
あ
る
ゆ
え

問
題
が
あ
る
こ
と
。
就
労
資
格
を
確
認
す
る
と
い
う
一
雇
用
主
の
行
為
を
も
っ
て

E
W
E
S昌
三
の
有
無
を
判
定
す
べ
き
こ
と
。
就
労
資
格
確

(
必
)

認
プ
ロ
セ
ス
は
結
果
的
に
全
米
の
あ
ら
ゆ
る
雇
用
関
係
に
及
ぶ
こ
と
。
こ
れ
ら
が

ω
Q
m喝
の
提
示
し
た
基
本
モ
デ
ル
で
あ
る
。

ω白
河
司
は
ま
た
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
が
定
め
る
就
労
資
格
確
認
プ
ロ
セ
ス
が
、
合
衆
国
の
正
統
な
市
民
お
よ
び
就
労
資
格
の
あ
る
外

(
必
)

国
人
の
両
者
に
、
公
民
権
法
が
禁
止
す
る
差
別
の
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
お
就
労
資
格
確
認
プ
ロ
セ
ス
を
法
定
す
る
こ
と
は
委
員
全
員
の
基
本
的
総
意
で
あ
り
、
そ
れ
は
雇
用
主
な
ら
び
に
労
働
者
の
権

利
お
よ
び
自
由
を
保
障
し
、
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
効
用
を
高
め
る
と

ω角
田
司
は
結
論
し
た
の
で
あ
る
。

(二)

レ
ー
ガ
ン

0

フ
ラ
ン

ω
Q
m喝
の
開
催
し
た
公
聴
会
に
お
け
る
陳
述
意
見
、
公
聴
会
の
場
に
お
け
る
議
論
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
情
報
、
そ
れ
に

ω
Q
E
M
の
最
終

報
告
お
よ
び
勧
告
内
容
は
、
連
邦
法
レ
ベ
ル
で
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
立
法
化
を
促
進
す
る
よ
う
作
用
し
た
。
そ
し
て
∞

Q
m喝
の
存
在

(
付
)

自
体
も
ま
た
こ
の
問
題
に
関
す
る
両
院
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
を
何
よ
り
も
促
進
し
た
。
こ
の
公
聴
会
と
最
終
報
告
書
の
発
表
に
前
後
し
て
、
移
民

関
連
法
案
は
上
下
両
議
会
議
員
の
共
同
作
業
で
立
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

政
権
の
交
代
も
影
響
し
た
。
一
九
八
一
年
入
っ
て
レ
ー
ガ
ン

(
g
E
5自
民
主
)
政
権
に
移
行
し
、
上
院
司
法
委
員
会
議
長
は
イ
ー

ス
ト
ラ
ン
ド
か
ら
サ
ー
モ
ン
ド

(ω
叶

m
o
z
吋
国

cmzozu)
上
院
議
員
に
代
わ
っ
て
い
た
。
司
法
委
員
会
の
下
で
「
移
民
及
、
び
難
民
政
策

jヒI去54(4・63)1159 

に
関
す
る
小
委
員
会
」

の
議
長
を
務
め
る
の
は
シ
ン
プ
ソ
ン
(
〉
「
〉
Z
六
回
冨
君
。
Z
)
上
院
議
員
だ
っ
た
。

一
方
下
院
司
法
委
員
会
の
議
長
は
ロ
デ
イ
ノ
が
継
続
し
て
務
め
て
い
て
、
「
移
民
、
難
民
及
び
国
際
法
に
関
す
る
小
委
員
会
」

の
議
長
は



説

マ
ソ
リ

(
列
。
宮
〉
Z
。

r
z〉
N
N
O
E
)
下
院
議
員
が
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
シ
ン
プ
ソ
ン
、

マ
ゾ
リ
は
そ
れ
ぞ
れ
不
法
移

ロ
デ
ィ
ノ
、

民
問
題
を
憂
慮
し
、
超
党
派
で
移
民
法
の
修
正
作
業
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

ささ'b.

日間

レ
ー
ガ
ン
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
知
事
時
代
、
全
米
で
初
め
て

E
m
B
1
0苫
『
田

B
S
2
3
法
案
に
サ
イ
ン
し
た
人
物
で
あ
る
。
当
然
〈
移

民
〉
問
題
の
構
造
を
熟
知
し
て
い
た
し
、
そ
の
対
策
が
急
務
で
あ
る
こ
と
も
了
承
し
て
い
た
。
レ
ー
ガ
ン
は
自
ら
陣
頭
指
揮
を
執
り
、
一
九

八
一
年
七
月
に
は
移
民
法
改
革
法
案
を
行
政
府
提
案
(
邑

E
E奇
邑
高
官
。
宮
巴
)
と
し
て
ま
と
め
て
い
た
。

こ
の
行
政
府
提
案
に
関
す
る
同
年
七
月
の
上
下
両
院
合
同
公
聴
会
で
、
行
政
府
側
の
代
表
と
し
て
意
見
陳
述
し
た
司
法
長
官
ス
ミ
ス

(
巧
戸
口
〉
呈
出

ω富
司
出
)
は
、
行
政
府
の
提
案
す
る
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
対
象
が
、
四
人
以
上
の
雇
用
実
績
の
あ
る
使
用
者
の
違
反

(
必
)

に
限
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
違
法
雇
用
が
パ
タ
ー
ン
化
も
し
く
は
慣
例
化
官
官
5
2
2
官
R
巴

8
)
し
て
い
る
場
合
に
、
連
邦
労

働
行
政
当
局
の
違
法
雇
用
差
止
命
令
(
互
5
2
5ロ
)
を
法
違
反
者
た
る
使
用
者
に
与
え
る
と
い
う
制
度
設
計
は
、
先
の
ケ
ネ
デ
ィ
法
案
と

同
じ
で
あ
る
。

行
政
府
提
案
は
レ
ー
ガ
ン
プ
ラ
ン

(mmag
ヨ
g)
と
過
称
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
一
年
一

O
月
に
上
院
司
法
委
員
会
議
長
サ

l
モ

(
日
刊
)

ン
ド
の
手
で
上
院
議
会
に
法
案
∞
・
コ

S
E。
呂
田

FE
ニ
B
E
m
E
5ロ
の

S
5
7
P
R・
と
し
て
上
程
さ
れ
た
。
下
院
で
も
議
長
ロ
デ
イ
ノ
が
レ
ー

ガ
ン
。
フ
ラ
ン
を
法
案
国
-m-お
足
と
し
て
上
程
し
た
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
は
法
案
全
体
に
お
け
る
わ
ず
か
な
部
分
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
従
来
の
試
案
の
よ
う
に
宮
〉
官
立
の

細
部
を
修
正
す
る
の
で
は
な
く
全
面
的
に
改
定
を
図
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
条
文
規
定
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
当
時
の
移
民
法
芝
〉
を
第

二
七
四
条
第

(a)
項
、
同
第

(
b
)
項
お
よ
び
同
第

(
C
)

項
に
改
編
し
、
さ
ら
に
以
下
に
示
す
第

(
d
)
項
を
新
設
し
て
サ
ン
ク
シ
ヨ

ン
規
定
を
設
置
し
た
の
で
あ
る
。
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“(d)(l) It shall be unlawful for an employer knowingly to hire an alien for employment in the United States， unless at the time of 

employment the alien has been lawfully adrnitted for permanent residence or is an alien who has been authorized to be employed 

by the Attorney General: Provided， that this provision shall not apply to an employer who establishes that he or she did not 

employ four or more persons， at the time of violation. 
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(2) If an alien has been employed in violation of this subsection， the employer shall be subject to a civil penalty of $500 per alien 

employed without authorization upon determination of first violation. Upon deterrnination of a subsequent violation， the employer 

shall pay the sum of $1，000 per alien employed without authorization. Payment shall be made to the district director of the 

Imrnigration and Naturalization Service in the district where the violation occurred. In the discretion of the Attorney General， 

payment may be recovered by civil suit in a United States district court in the name of the United States from any employer made 

liable under this subsection. The Attorney General shall establish by regulation a procedure for implementing this subsection. 
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(3) Whenever the Attomey General has reasonable cause to believe that加 employerhas engaged in a pattem or practice of 

employment in violation of this subsection， the Attomey General may bring a civil action in the appropriate district court of the 前雇

United States by filing with it a compl創 ntsetting forth facts pertaining to a such pattem or practice and requesting such relief， 

including an application for a permanent or tempor釘yinjunction， restraining order， or other order against the employer as the 

Attomey General deems necessary. For purposes of this paragraph the term “district court" shall include a United States 

maglstrate. 
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(4) For the purpose of this section， an employer shall be presumed to have knowingly employed an alien who is not authorized for 

employment in the United States if the employer dose not require and obtain evidence that the individual is authorized for 

employment as set forth in (d)(5) below: Provided， That the forgoing shall not prevent the Govemment from establishing 

knowing employment by阻 yother means. 
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(5) The Attomey General shall establish by regulation a fonn by which every employer as described in subsection (d)(1) abovι 

叩 dany prospective employee of such employer， shall attest that the prospective employee is a United States citizen， a national of 

the United States， or has the status of an alien lawfully admitted for pennanent residence， or has been authorized for employment 

by the Attomey General， and that the employer has examined such documents as may， by regulation， be prescribed by the 

Such fonns shall be Attomey General relating to such citizenship， permanent resident status， or employment authorization. 

retained by th巴employerand shall be available for inspection by officers of the Immigration and Naturalization Service， for the 

duration of the employee' s employment， and for one year following the tennination of the employment." 
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“(e) The provisions of this section are intended to preempt any state or locallaws imposing civil or criminal sanctions upon thos巴

who employ aliens not authorized to work in the United States." 

(
的
)
制
寧

h
m
ν
J
や
ゴ
ヘ

l
ム
へ
民
健
，
〈
図
示
ど
眠

νυ
明
hw
入

m
ふ

れ

入

令



説

前
項
の
規
定
は
、
合
衆
国
内
で
就
労
資
格
を
有
さ
な
い
外
国
人
の
雇
用
に
対
し
て
課
さ
れ
る
民
事
も
し
く
は
刑
事
制
裁
を
規
定
す
る
い
か

(
灯
)

な
る
州
法
も
し
く
は
地
域
法
に
も
専
占
す
る
も
の
と
す
る
。

上
記
の
修
正
規
定
に
よ
れ
ば
、
初
回
の
違
反
か
ら
一
人
に
つ
き
五
0
0
ド
ル
が
シ
ピ
ル
ペ
ナ
ル
テ
ィ
と
し
て
評
価
さ
れ
、
違
反
雇
用
が
続

北法54(4・68)1164

論

く
と
一
人
に
つ
き
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
倍
額
と
な
る
(
官
豆
主
)

(

N

)

)

。
し
か
し
刑
事
制
裁
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
使
用
者
は
労
働
者
の
雇
用

に
際
し
て
、
連
邦
行
政
規
則
に
基
づ
く
就
労
資
格
証
明
を
確
認
し
な
い
と
、
違
法
雇
用
と
知
り
つ
つ
外
国
人
を
雇
用
し
た
と
み
な
さ
れ
る

(
明
白
犬
色
)
字
)
)
。
労
働
者
の
就
労
資
格
証
明
書
類
の
類
は
採
用
の
日
か
ら
一
年
間
は
保
管
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
も
目
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ

る
(
抑
出
品
(
島
)
(
凶
)
)
。

法
案
は
む
刊
の
自
由
国
〈
・
巴

g
最
高
裁
判
決
を
意
識
し
た
の
か
、
同
Z
〉
m
N
豆
条
の
専
占
を
明
示
し
た
点
も
興
味
深
い

(
m
M吋
A
H
(
白
)
)
。

ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
司
法
長
官
ス
ミ
ス
が
明
言
し
た
よ
う
に
、
雇
用
規
模
が
三
人
以
下
の
雇
用
主
に
は
た
と
え
違
法
雇
用
に
関
与
し
て
も

サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
適
用
し
・
な
い
点
に
あ
っ
た

(
刷
出
品
(
仏
)
(
-
)
)
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
違
法
に
関
わ
る
事
業
規
模
が
小
さ
い
場
合
は
、
国
家
行

政
の
是
正
介
入
は
急
務
で
も
必
要
で
も
な
い
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
に
な
る
。

連
邦
議
会
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
が
小
規
模
事
業
(
目
白
色

Z
5
2田
)
に
与
え
る
影
響
を
着
々
と
調
査
し
て
い
た
。
こ
の
問
題
に
関
す

る
上
院
特
別
委
員
会

(ωr伺色

-z伺n2円【
ηgUν。B
B邑-

(
川
必
刊
)

一
九
七
七
年
か
ら
一
九
七
八
年
に
か
け
て
農
業
界
の
意
向
を
意
見
聴
取
し
て
い
た
。
産
業
界
、
特
に
〈
移
民
〉
を
頻
繁
に
雇
用
す
る

向
を
、

業
界
の
事
業
主
ほ
ど
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
に
異
議
を
唱
え
た
。
な
か
に
は
五
0
0
0
ド
ル
も
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
金
額
に
異
議
と
困
惑
を
表

(ω) 

明
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
一
体
ど
こ
か
ら
そ
ん
な
金
額
を
出
し
て
き
た
の
か
は
不
明
だ
っ
た
。
他
方
で
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
へ
の
根
強
い
反
発

理
由
と
し
て
、
雇
用
差
別
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
現
場
の
雇
用
主
の
大
方
の
意
向
は
、
労
働
者
の
就
労
資
格
関
係
書
類
を
確
か
め
て



保
管
す
る
慎
わ
し
さ
を
法
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
る
の
は
ま
だ
よ
い
に
し
て
も
、
熱
心
な
書
類
手
続
き
が
労
働
者
、
特
に
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク

(ω) 

系
ア
メ
リ
カ
人
の
出
生
地
差
別
と
み
な
さ
れ
る
の
は
ご
め
ん
だ
と
い
う
事
だ
っ
た
。

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

負
担
軽
減
を
求
め
る
小
規
模
業
界
の
声
と
は
対
照
的
に
、
農
業
界
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
規
定
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。
農
業
界

の
人
材
確
保
は
請
負
業
者
(
}
号

2

8
ロ
S
n
g『
)
に
依
存
し
て
い
る
以
上
、
自
ら
に
ふ
り
か
か
る
雇
用
主
と
し
て
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
リ
ス

ク
は
少
な
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
農
業
界
は
季
節
労
働
者
導
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
に
関
心
を
専
ら
奪
わ
れ
で
も
い
た
。

違
法
雇
用
の
人
数
が
少
な
け
れ
ば
捜
査
摘
発
の
当
座
の
対
象
に
し
な
い
と
い
う
判
断
は
、
直
接
産
業
界
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
小
規
模
事
業
に
対
す
る
上
院
特
別
委
員
会
の
配
慮
は
、
上
院
の
法
案
内
容
に
影
響
し
た
よ
う
で
あ
る
。

(
日
)

そ
し
て
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
は
、
決
し
て
反
雇
用
主
的
制
度
で
は
な
い
こ
と
が
繰
り
返
し
説
明
さ
れ
た
。
つ
ま
り
雇
用
主
は
何
ら
か
書

類
確
認
行
動
を
採
れ
ば
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
適
用
を
免
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
事
を
、
法
案
ス
ポ
ン
サ
ー
側
が
産
業
界
の
雇
用
主
ら
に
幾
度

と
な
く
耳
打
ち
し
た
の
で
あ
る
。
次
第
に
産
業
界
、
特
に
農
業
界
の
有
力
者
と
そ
の
影
響
下
に
あ
る
議
員
た
ち
に
も
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度

制
定
へ
の
理
解
が
示
さ
れ
始
め
た
。

ω
Q
m司
の
勧
告
そ
し
て
行
政
府
提
案
の
後
、
雇
一
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
関
し
て
上
下
両
院
で
公
聴
会
が
な
お
開
催
さ
れ
て
い
た
。

八
一
年
一

O
月
一
一
一
日
下
院
小
委
員
会
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
論
点
を
絞
っ
て
各
界
か
ら
一
四
人
の
参
考
人
を
招
き
、
意
見
を
求
め
た
。

制
度
に
対
す
る
各
界
の
対
応
は
依
然
硬
か
っ
た
。
人
権
団
体
と
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
団
体
は
、
差
別
を
惹
起
す
る
の
恐
れ
が
あ
る
雇
用
主
〈
懲

(
臼
)

罰
〉
制
度
に
反
対
し
、
公
正
労
働
基
準
法
(
戸
∞
〉
)
が
{
寸
ら
れ
れ
ば
違
法
な
外
国
人
の
雇
用
も
減
る
、
だ
ろ
う
と
抗
弁
し
た
。
学
識
者
ら
は

新
制
度
の
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
良
く
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
と
就
労
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
更
な
る
熟
考
を
促

(
日
)

し
た
。

九

北j土54(4・69)1165



説

行
政
府
提
案
に
刑
事
制
裁
規
定
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
小
委
員
会
議
長
マ
ゾ
リ
が
豆
ω
に
問
い
た
だ
し
た
の
が
、

の
有
効
性
に
関
す
る
唯
一
具
体
的
な
や
り
と
り
と
な
っ
た
。
だ
が
盟
∞
と
労
働
省
の
返
答
は
、

(
日
)

い
以
上
な
に
も
答
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

サ
ン
ク
シ
ョ
ン

北法54(4・70)1166 

エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
の
経
験
が
ま
だ
な

論

同
じ
よ
う
な
議
論
と
対
立
の
構
図
は
上
院
に
お
け
る
公
聴
会
で
も
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
長
い
議
論
の
末
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
一
一
雇
用
主
〈
懲

罰
〉
制
度
は
ど
う
や
ら
そ
れ
自
体
で
〈
移
民
〉
の
労
働
市
場
へ
の
流
入
を
阻
止
で
き
る
ほ
ど
万
能
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
た
っ
た

一
0
0
0
ド
ル
の
金
銭
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
で
違
法
な
雇
用
を
す
べ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

一
O
O
年
も
昔
の
一
八
八
五
年
法
で

さ
え
一

0
0
0
ド
ル
の
出
回
目
だ
っ
た
と
参
考
人
か
ら
噛
み
付
か
れ
る
一
幕
も
あ
っ
た
。

か
と
い
っ
て
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
を
全
く
利
用
し
な
い
〈
移
民
〉
規
制
及
び
雇
用
政
策
/
労
働
市
場
政
策
は
不
可
能
だ
っ
た
。
た
と
え

ぱ
志
向
自
立
。
苦
『
田
宮
町
民
O
ロ
ョ
な
し
に
当
局
が
労
働
現
場
を
捜
査
し
、
賃
金
不
払
い
の
雇
用
主
を
発
見
・
摘
発
し
、
働
い
て
い
た
不
法
移
民
た

る
労
働
者
を
逮
捕
す
る
。
そ
れ
は
結
局
雇
用
主
と
労
働
者
の
ど
ち
ら
に
も
大
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
に
は
な
ら
な
い
。
雇
用
主
は
正
当
な
賃
金
を

労
働
者
に
渡
す
が
、
そ
の
労
働
者
と
の
雇
用
は
継
続
せ
ず
、
次
の
不
法
移
民
を
雇
う
べ
く
行
動
す
る
。
そ
の
労
働
者
は
賃
金
を
も
ら
い
、
退

去
強
制
と
い
う
処
分
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
国
外
へ
出
る
が
、
再
度
入
国
し
て
ま
た
不
法
に
就
労
す
る
の
で
あ
る

0

・6
5
1
a
R
E
E
-
8
3
は

こ
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
最
低
限
の
施
策
と
し
て
ベ
タ
ー
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
結
局
抑
止
力
の
実
証
を
議
論
し
て
も
決
着
は
つ
か
な
い
。

し
か
し
な
お
注
目
す
べ
き
見
解
が
提
示
さ
れ
た
。

(
B
o
g
-
Sロ
刊
)
が
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
本
質
で
あ
る
と
言
及
し
た
の
は
、
参
考
人
と
し
て
出
席
し
た
コ

l
ネ
ル
大

モ
ラ
ル
ト

l
ン

学
教
授
ブ
リ
ッ
グ
ズ

(
日
)

の
意
義
を
力
説
し
た
。
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
規
定
の
あ
れ
こ
れ
で
は
な
く
、
違
法
な
雇
用
を
は
っ
き
り
と
違
法
行
為
と
明
示
す
る
法
規
が
、
結
局

は
雇
用
主
の
自
主
的
な
法
の
順
守
態
度
を
導
く
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
行
政
当
局
も
雇
用
主
の
自
主
的
な
法
へ
の
恭
順
を
期
待
し
て
い
た
。

(〈国
g
h

。z
∞居。。
ω)
で
あ
る
。
彼
は
制
度
の
有
効
性
の
検
証
よ
り
も
、
制
度
が
与
え
る
社
会
へ
の
モ
ラ
ル
設
定



し
か
し
議
員
た
ち
は
、
法
案
成
立
の
カ
ギ
が
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
始
め
た
。
雇
↑
用
主
〈
懲

罰
〉
制
度
自
体
の
議
論
は
そ
れ
以
上
進
み
は
し
な
か
っ
た
。

ヨ
同
ヨ
ヨ
仲
間

S
E
Oロ
河
町
内
。
口
出
吉
弘
の

O口
同
円
。
-
〉

2
0ご沼∞
M

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

(。BEσ
己目

E
E
m
E
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(B)an individual without copying with the requirements of subsection (b). 

糠(.!コ)四8{)!;!:Q~判官υャエ栴。

(2)1t is unlawful for a person or other entity who， after hiring an alien for employment subsequent to the date of the enactment of 

1濯

乱軍

this Act and in accord加 cewith paragraph (1)， continues to employ the alien in the United States knowing the alien is (or has 

become) an unauthorized alien with respect to such employment. 

w略拠♂~.'.1~亘書長(ー) )郡 81斗世田~註， -<.，p~v-当時J8~<~申*i込'。終回K~IIJj@E!さ 8~ -:f号.'.1~Iiffi-<ω誌æ::~' "¥-' 

(.'.1~君。 ~IJ心)会1睡眠州為黒=00'IJ8JS丈困-<81国型81Ul星座.'.11êR~ν命保IiffiK~ノ嵩永畑寝込ぉエ z丈Iiffi-<~時トQIJ心

匪稔J~星士I'Q IJ -'J ti~捜世早ノ時時。

(3)A person or巴ntitythat establishes that it has complied in good faith with the requirements of subsection (b) with respect to the 

hiring， recruiting， or referral for employment of an alien in the United States has established an affirmative defense that the 

person or entity has not violated paragraph (1)(A) with respect to such hiring， recruiting， or referral. 

エ 4込4現時-<.，p-.Jv-当時J なさ翌<~輔、ρ ， <to~浜田K~' ~1iffi-<81国製匪8~ :Q .'.1-\o--I'Q~長距' 単語， .，p~v-ti~令.'.1監Jν'

穏骨!K.'.1総 (.n ) 回8{)!;! :Q.'.1，直υ~聡<toti' 時J8~重臣' 題i語， .，p~v-!主嬰令.'.11êR~ν ， -<.，p~v-当時J8~<-::1事保有己主張(ー)

( <t:)回.'.1~費出Jν;L4ポエムJ 2，小侮年記孟益還今{cl 1斗掘が1'Q.，p 8 -'J-\o--ト。。

(4 )as used in this section一

+手間与己主Mm::-¥o--I'Qー

(A)the term ‘unauthorized alien' means， with respect to the employment of an alien at a particular time， that the alien is not at that 

time either (i)加 alienlawfully adrnitted for permanent residence， or (ii) authorized by the Attomey General to be so employed， 
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濡 (B)(i)socialsecurity account number card (issued by the Social security administrat悶 Iunder section 205(c)(2)(B) of the Social ~ 

Security Act and in such secure form， if any， as the Administrator of social Security has made available) or bi巾 certificateand 芝

縫 出時盤制嘘軸帥-:L (出時鑑部棋110同点線 (υ) (N) (凶 ) 限曜{ 山 山出時 鑑 官時釈にJωe'Z
引

の&~:L~己4月草盤1l&.'1l1誌ゐ~者安心括公~-.fl S') -.fl .....l V"!:~迫州出Hf制rn' .wム~~' ムJ
寸寸

(ii)(I)alien documentation， identification， and telecommunication card， or similar fraud-resistant card issued by the Attomey 

General to aliens and designated for use of this purpose， 

~回〈掘， .m吹台嵯li語抑'ヰボ♂主コ:L忠臣薄味崇齢制rn' -.fl.....l-v ti 宿世~~国為求困〈己主.....l\J掛!と.....l'生{\!:iS' an;s' S' ~ Q :L思

臣、M粍稲.....l~1E:割e翠姻~.=n語E榔'

(II)driver's license or similar document issued for the purpose of identification by a State， if it contains a photograph of the 

individual or such other personal identifying information relating to the individual as the Attomey general finds sufficient for 

purposes of this section， or 

国語齢期単ぽ;取崩'奇母子。エ~，... r-ャe栴S'(lrト剛、;l.....l-vtiゃな栴:Lm!-r嶋崎I~~m:群、~~ti口心制E騒ムJ .....l ν ， 1と者雇百三ム~!;;:'

R世~~回る#-廊S' an;ß':L墜必Jν恒合平ノペトQ心幅制.....l~~<l.ロ'王者生憎!とe命令掴Hf~an;ß':L出lと杓兵~IE:盟S'怖感'

-.fl.....l-v士主'

(I1I)in the case of individuals under the 16 ye紅 sof age or in a state which dose not provide for issuance of an identification 

document (other than driver's license) referred to in subcIause (11)， documentation of personal identity of such other type as the 

Attomey General finds， by regulation， provides a reliable means of identification; 

提 1-lく曜:.1.提-\..!.~ポエ里駅0' -.fl.....l-v ti~~ (同)恥:.1.曜{同令時(但菰橿ト刑単~枯掃~盆-v-)命令掘E制E騨点訳!とJぷ二



州
の
場
合
、
そ
の
他
の
形
式
に
よ
る
身
分
証
明
書
類
が
、
司
法
長
官
の
認
定
を
通
じ
て
、
行
政
規
則
に
よ
り
信
頼
で
き
る
方
法
で
提
供
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

(

M

)

円
v
o
S円
-ZEE-
自
己
記
由
同
門
町
田

F
Cロ
色
町
一
円
旬
。
ロ
回
目
々
。
『
官
同
一
吉
『
司
自
色
。
ロ
神
宮
町
内
。
口
出
町
田

S
Z
Z
F
a一
σ可
円

yn
〉
ロ
。

2
4
0
mロ
mg-
『。『

-vE『
唱
。
回
目
。
『

z
a
s
Z
2
)咽同町
E
=
F
E
E
-〈
F
E
E
-
-
z
n
F
Z
N
2
2
g
z
o
E
。『円

E
n
g
-
E
g
a
g
e
g
巴
g
-
Z
E
-
-
z
s
E
5
2
2官
B
E
S
S
-
s
g
n
o
.

サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

。円相

Smwロ
mロ
宅

F。
ぽ
恒
三
宮
。
丘
一

Nmm-σ
『
岳
町
〉
円
安

)
B
3
0
2
m『
巳
円
。

σ己
MFB円四ゆ円。
QERN円
同
岨
。
コ
町
内
向
弓
白
色
沙
門
田

cnEns-uzu『
5
2
f
g
s

個
人
は
、
偽
証
罪
の
適
用
の
下
、
お
よ
び
第

(
1
)
項
の
定
め
に
よ
り
司
法
長
官
が
特
定
す
る
書
式
を
用
い
て
、
自
ら
が
市
民
権
者
も

し
く
は
合
衆
国
国
籍
保
持
者
、
ま
た
は
、
適
法
に
永
住
権
を
備
え
る
外
国
人
、
も
し
く
は
採
用
、
供
給
も
し
く
は
雇
用
の
紹
介
を
さ
れ
る

資
格
が
司
法
長
官
に
よ
っ
て
備
わ
る
外
国
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
認
証
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

3
E
E
n
o
s
-
2
5
。

r
z
n
F
P
5
5
2
8三
宮
町
町
三

S
E
E恒
三

回

(
-
E
E
S
L
Z
3
2
8
2
2
5
5皇
室
同
百
円

F
1
0
5
自
己

g宮
広

壁
、
包
宮
室
町
同
O
『
吉
田
勺

0
2
5ロ
σ可
。
内
出
向
。
門
田

O
『
四
宮
町
田
町
コ
田
町
白
色
ロ
ユ
ロ
加
島
旬
。
ユ
。
仏

σmm522開
。
ロ
門
町
四
色
町
民
向
。
『
岳
町
庄
ユ
ロ

m-
『
mmv『
E
Cロ
加
岨
。
コ
-
丸
町
『
同
・

E}
。
刊
号

m

-
E
E
E同
-
B仏
g
e
a
o三
宮
町

E
R。
内
同
町
田
吉
田
門
的

E
3
2
E
n
F
E
8
2・
5

【

znngn
。

E
Eロ
加
。

2
Z
E
E
Z
E
B
-
-
。
ロ
何
百
白
『
白
骨

n
=宮
門
目
白
円
四
円
宮
町

gRHF三
会
回
目
-
〆
刊

B
1
0〕『同
HHnE-zn自
己
ロ
伊
丹
刊
円
四
・

前
第

(
l
)
項
お
よ
び
第

(
2
)
項
に
基
づ
き
書
式
を
完
成
さ
せ
た
の
ち
、
人
も
し
く
は
そ
の
他
の
企
業
は
、
そ
の
者
の
採
用
、
供
給
、

も
し
く
は
紹
介
の
日
か
ら
始
め
て
五
年
が
経
過
す
る
問
、
も
し
く
は
そ
の
者
を
採
用
し
、
そ
の
者
の
雇
用
が
終
了
し
た
の
ち
一
年
間
は
、

そ
の
書
式
を
保
持
し
、
移
民
帰
化
局
の
係
官
が
す
る
検
査
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

北法54(4・75)1171 

〉

-umw『目。ロ
O
『

g
E々
宮
島
田
町
。
自
立
回
目
門
田
君
主
国
間

vhwgmg同
VF(】
)
君
主
回
『
町
長
四
円
四
円
。
四

E
E
s
a
F
Cロ
。
時
田
弘
。

nzBmロ
ニ
『
吾
開
仏
。

n
z
g
g同
『
白
回
目
。
ロ
何
回
冨
可

省
官
民
国

S
E
P
8
8伺
m
E
Z
0・

人
も
し
く
は
そ
の
他
の
企
業
は
、
提
示
さ
れ
た
証
明
書
類
が
外
形
上
真
正
と
合
理
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
書
類
の
確
認
に
関
し
て



N
ト
コ
(
申
ド
・

34Y白
川
お
』
廿

~~ ("寸腎e刑台~{主υ{.! .，.p~.>J-rl'Q。帯電

(c)(l)Within three years after the date of the enactment of this section， the President shall d巴velopand implement a secure system 

品聖 to deterrnine employment eligibility to be used with respect to all applicants for employment in the United States in lieu of 

requirements described in subsection (b). 

特延長e判岩田会&~+0川叶~K~'+<握騨ti' 命保固定\J I腿Hf~4特定時榊~者Jνヤ杓長崎越駅構寝e縫髄択制~'

主張(.jコ)四~{陵台~ギ~(\ν~HfがてO\\tJ*!制点J*!i同J訴に杓キJ 崎、iil~ .>J十時。

(2)such system shall be designed in a manner so that-

..Lj~~車並区ti~~~岩手J州艇年1..1長崎、ρ~Àl-rl'Qー

(A)personal information utilized by the system is available to govemment agencies， employers， and other persons only to the 

extent necessary for the purpose of verifying出atthe individual is not an unauthorized alien， 

事事並区早ノ~HfれJ与二時畢〈理署手ti' 恩〈込嵩永畑穂先j瞳吋ヤエミとIiill-<会会j鑓!憎いl'QIIIl:1h~主主回以ぷ単~-4o~臣三子'百苦さ華草

~' I腿Hf;同， .，.p..:J-v当時J~ 主主e榊る~Hf早ノ柏崎

(B)a verification that an employee or prospective employee is eligible to be employed in the United States may not be withheld 

for any reason other than that the employee or prospective employee is an unauthorized alien， 

;除毒霊栴.，.p..:J-v ti W:臣、~t>HW-rト@栴る命保田E早ノ 1器提R 平'O\\tJト.Q.>J ~小樺稲1臨tH1< ti'京電榊.，.p..:J-vti ~長座込}件、憎いl'Q榊る

嵩駅構謹~~堅吋ヤエ~Iiill-<\J~ト.Q.>J~二小跡事K会j鑑柏， ~~書出但~吋l'Q臨調iiE壁-rl'Q f J 心 ti~ポエ

(C)the system shall not be used for law enforcement purpose (other th加 forenforcement of this section 1546 of title 18， United 

States Code)， 加d
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(D)if the system requires individuals to present a card or other document (designed specifically for use for this purpose) at the 

tim巴ofhiring， recruiting， or referral then such document may not be required to be pres巴ntedfor any purpose other than under 

this section (or enforcement of section 1546 of title 18， United States Code) nor to be carried on one's person. 

快-:L-4)-..JV'当時JQ

.. <-4)-..JV'~<~耕ゐ'糧事喪(何) 回線(，-;) (<r:) 型車、P-..JV'当事長(C"J) 型車日現l民-..J-

(A)has not previously been determined (after opportunity for judicial review) to have violated either such paragraph， the person 

or entity shall be subject to a civil pena1ty of $1，000 for each unauthorized alien with respect to which the violation occurred， 

(官現場担桝e饗4~QQ~) 岩{時収J 平~.{..!'J~ ヰミ会。 νャニ単~4o' -<-4)-..JV'士主剣輔さf 刑l民e釈

剖:.1leKlIト-..J.{..!~援:t-R姻組 Q~ポエミ丈困-< 1 -<:.10$1 OOO :L~ミ Qlç古当事誠永J lIド吋♂与二子Q -4) Q~ -rt-Q O

(B)has previously been determined (after opportunity for judicial review) to have violated either such paragraph， the person or 
円
h
H
H
(
ド
ド
申
)
芝
山
剛
一
一
祥

entity shall be subject to a civil pena1ty of $2，000 for each unauthorized alien with respect to which th巴violationoccurred， and 

E部!.1~~型~-..J.{..!-4) Q~ (宿世憐桝Q饗相QQ状)定制約♀~.{..!fJ~~~~~時t-Q ~4o' -<-4)-..JV'台。輔さ F 明~Q棋剖

!.1~1Iト-..J.{..!越えR継車eャエ~ffi1l-< 1 -<:.10-¥¥'tJl1000:L会 E2k定当事端会JlIト吋必ヰ二時、;JQ -¥J -r t-Q。
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海軍{巡るt量産'題i程， -4)-..JV'笠嬰令:.1必.{..!0ν恩-<:.1(f J Q rm:j:b Q.{..!公.}存~æ::w~ t-Q生震の)

~Q 制E思 Q~出 l fE.~巳J*台トQ~4o' '*1n諮柏署堅~*四Qrm:ffi (-4) -..JV'~ 4ロ終目指魁維事長 1<!悪事長 11吋gjK機e若手!とQ:'I懸命)

~求:.1贈1時収J 平;t-Q fJ~ホj令~-Q νtヨヤ♂ャニ'会 0~今~.{..!さ問機制E賑~~Q組会与hf韮止Jν士主エ士ご〈若手。

(d)(l )In the case of a person or entity which violates paragraph (1 )(A) or (2) of subsection (a) and whichー

I@:li!部!.1珊l足-..J.{..!-4)Qムj
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(C)has previously been determined at least twice (after opportunity for judicial review in each instance) to have violated either 事芸

such paragraph， the person or entity shall be fined not more than $1，000 imprisoned not more than six months ， or both， for each 

violation. 辞書

E間!1畑区-.J{!-.p~判定{回収J与;{! IJ ..lJゐ~~~!1 (や長々~nrr:出徽嗣CC+0) ~\布-V..lJ-.P j lel持母喪中， -< -.P --.l V"'~ 
10C瑚1区 C惚剖 !1 0$1000 1L 弐 C ?i主葉、~U-v!H( ふm::~担吋“二重1巨t@~'柄引ささや(; l@:~~ llP，t-<♂~ 

ト~-.P (;ょJ，.，.，r-Cl。

G輔ささ'

In counting the number of previous determinations of violations for purposes of determining which of the subparagraphs of this 

paragraph apply， determinations of more than one violation in the course of a single proceeding or adjudication shall be counted 

as a single determination. 

1 0 (;;1;自主b\tド握、ρ --.lV"'!:~#議宰朴握 e 明日出土1~士子。時四1E争<(;摺睦e長{)!.!(;{!-Q!1~~~(;明lぱ止ま話会J紘{慢がトQ~.Qロ'

10(;定例韓併W(..lJ紘{同令トQ.，pC..lJ-t眠時。10~..Lj C矧lぱ(;:1;主{侵略w(当'

(2)Whenever the Attomey General has reasonable cause to believe that a person or entity is engaged in a pattem or practice of 

employment， recruitment， or referral in violation of paragraph (l)(A) or (2) of subsection (a)， the Attomey General may bring a 

civil action in the appropriate district court of the United States requesting such relief， including a permanent or temporary 

injunction， restraining order， or other order against the person or entity， as the Attomey General deems necessary. 

nrr世~担当， -<.，p -.J-v~剣鰍る1zg軍事長(何)型車線 (H) (-<)回、ρ-.J-V当事長(N) 郁!1~噴出が時世~'ま主語， .，p-.J 

v士~~令、い' て h 一入記、"，-.J-V~聖E産会ヨ杓キ!\J 二時..lJ!U)g1o--r-Cl!10!:lト~.Qtl言自呂田自恒今年J $j::{!..lJ$士2E世 \iJ.，p，摺Eまやぐロ終回

剤取調択領事手直~'宿題III出国為主主剛心拍-Qt{ð心リ時!1.1-6-'=" -<.，p--.l"V'~~対耕. JおJド'1+牒右、"'--.l"V'当事m{f.!i:Eb:\l1!:l~4g.



1~君臨刑事1B-!:1~~や， ..，;;J...J-v当時J(; ミ~(;~~41匹、みj相~詳慢告や鴨*\格瓶、~里担曜早ノ判j .Q..，;;J(;.jJヤ令。。や'

(3)A person or entity which violates subsection (a)(l)(B) shall be subject to a civil penalty of $500 for each individual with 

respect to which such violation occurred. 

-<..，;;J...J-v~~封者保有込~5i;~膿 (ω) (..-<) (凶)廊...J{!耳障や， ~拠出e棋制:1亜1Iト...J{!栴 1-< :1\，$同 OO :L 弐(;\と主主事訴

件JlIP't<♂4二時、.，(;.jJ-t帆令。。

(4)(A)Before assessing a civil penalty under this subsection against a person or entity， the Attomey General shall provide the 

person or entity with notice and the opportunity to request a hearing respecting the violation. Any hearing so requested shall be 

conducted before an immigration officer designated by the Attomey general， individually or by regulation， in accordance with 

section 554 oftitle 5， United States Code. 

*四e曜{同:1ム~.5:'-<..，;;J...J-v~<-=1事1Hl-11実Jνlと省軍報化j紘併が.Q斗~1対斗工、，宿世~担当， -<..，;;J...J-v~姻帯保:1者J 与Jtjo

原4耳~b姻lぱ:1J::jg~.Q埋~~~臨終4眠時鑑相会J lIト吋.Q..，;;J(;.jJ l眠時。匹以*~"1Þ(~ご{!ニ~~君子。醤~..，;;J'争終回世艇部業組長同!撃

者長岡岡田栄~(;制定:1ム~.5:''宿世lil託{阻ゐ也♂出4，~...J{!' ..，;;J...J-v，!主剤綜!と醤曜EZLよ時市v主主回目安ピ眠法(皿Q田濯や卑盟れJ

4ヰトQ..，;;J(;.jJ令子。。
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(B) If the person or entity against whom a civil penaIty is assessed fails to pay the penalty within the time prescribed in such 

order， the Attomey General shall file a suit to collect the amount in any appropriate district court of the United States. In any such 

suit or in any other suit seeking to review the Attomey General' s determination， the suit shall be determined solely upon the 

administrative record upon which the civil penaIty was assessed and the Attomey General's findings of facts， if supported by 

substantial evidence on the record considered as a whole， shall be concIusive." 
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説

行
政
制
裁
を
算
定
さ
れ
た
人
も
し
く
は
企
業
が
、
支
払
期
日
ま
で
に
制
裁
金
の
支
払
を
怠
っ
た
場
合
、
司
法
長
官
は
、
適
切
な
合
衆
国

:0-0. 

白岡

連
邦
地
方
裁
判
所
に
、
制
裁
金
額
の
納
付
を
求
め
る
支
払
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
支
払
請
求
訴
訟
も
し
く
は
司
法
長

官
決
定
の
命
令
を
不
服
と
す
る
そ
の
他
の
取
消
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
手
続
き
は
行
政
制
裁
を
算
定
す
る
根
拠
と
な
っ
た
行
政
庁
の

記
録
、
も
し
く
は
司
法
長
官
の
事
実
の
発
見
の
み
を
証
拠
物
と
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
記
録
上
の
実
質
的
証
拠
に
よ
っ
て
訴
訟
が
維
持

(
町
)

さ
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
が
確
定
証
拠
と
な
る
。
(
以
下
略
)

次
に
法
案
∞
・
MMMM
が
定
め
る
な
問
自
立
。
苫
『
副
首
2
5ロ
ョ
を
掲
げ
る
。
小
規
模
事
業
主
に
は
就
労
資
格
確
認
義
務
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る

旨
定
め
た
以
外
は
下
院
案
出
・
見
詰
己
と
基
本
的
に
同
一
で
あ
る
。
以
下
は
そ
の
適
用
除
外
部
分
で
あ
る
。

d
R
-
M
J可ム・〉・(白)(戸)回二日ロロ】白老
P
-
F『
釦
宮
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明
。
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F
R
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回
3
0
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E件目。町四ロ白
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m
E
0
2
F
2
8
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人
も
し
く
は
そ
の
他
の
企
業
が
、
本
項
の
立
法
日
以
降
、
以
下
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
こ
と
は
違
法
で
あ
る
|

(〉
)
B
E
g
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。『向。円

g
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立
O〕三国町ロデ。『

合
衆
国
内
で
、
雇
用
、
も
し
く
は
供
給
も
し
く
は
紹
介
の
た
め
に
、
そ
の
一
雇
用
に
関
し
て

(第

(
4
)
項
で
定
め
る
)
就
労
資
格
の
備

わ
ら
な
い
外
国
人
と
知
り
つ
つ
採
用
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
、

(∞
)
S
E
B
F『
由
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立
。
可
5
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2
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σ

)

・

合
衆
国
内
で
、
雇
用
の
た
め
に
、
第

(
b
)
項
の
定
め
に
応
じ
な
い
で
個
人
を
採
用
す
る
こ
と
。

ωロ
σ官
Hpmg間回目同(回)田町包】ロ
2
8
1
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O
白
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(
協
)

前

(B)
文
は
、
労
働
者
の
雇
用
が
三
人
も
し
く
は
そ
れ
以
下
の
人
も
し
く
は
企
業
に
適
用
す
る
も
の
で
は
な
い
。
(
以
下
略
)
。

サンクシヨンを通じて見た外同人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

こ
れ
ら
一
九
八
二
年
同
河
内
〉
に
お
い
て
、
雇
一
用
主
の
法
違
反
回
数
に
応
じ
て
行
政
制
裁
金
額
が
累
積
算
定
さ
れ
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
シ
ス
テ

(
印
)

ム
は
不
動
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
違
反
雇
用
人
数
に
対
し
て
は
固
定
金
額
が
評
価
算
定
さ
れ
る
点
が
従
来
法
案
と
の
相
違
点
で
あ
る
。
そ

し
て
一
九
八
二
年
揮
の
〉
法
案
は
、
雇
用
主
の
三
回
目
以
降
の
違
反
、
す
な
わ
ち
悪
質
な
再
犯
に
対
し
て
刑
事
制
裁
を
適
用
す
る
用
意
を
し

た。
行
政
制
裁
は
違
法
雇
用
に
関
わ
っ
た
雇
用
主
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
の
就
労
資
格
の
確
認
を
怠
っ
た
雇
用
主
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
労
働
者
の
就
労
資
格
を
証
明
す
る
書
類
が
列
挙
さ
れ
、
雇
用
主
に
労
働
者
が
実
際
に
外
国
人
で
あ
る
か
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
資

格
確
認
を
義
務
付
け
た
。
た
だ
し
上
院
法
案

ω・M
M
M
で
は
雇
用
す
る
労
働
者
が
三
人
以
下
の
雇
用
主
に
は
資
格
確
認
規
定
の
適
用
を
除
外

し
て
い
た
。

パ
タ
ー
ン
化
も
し
く
は
慣
例
化
官
官
5
B
O
与
gnEg)
し
た
違
反
一
雇
用
に
関
与
し
た
雇
用
主
に
は
司
法
長
官
が
提
起
す
る
民
事
上
の
救

済
命
令
請
求
訴
訟
を
経
て
、
違
法
雇
用
差
止
命
令
が
下
さ
れ
る
。

違
法
雇
用
に
対
し
て
算
定
さ
れ
る
行
政
制
裁
の
評
価
額
に
関
し
て
は
、
違
反
雇
用
主
に
聴
聞
の
機
会
が
保
障
さ
れ
る
旨
を
明
記
し
た
。
た

だ
し
行
政
庁
の
収
集
し
た
証
拠
以
外
は
抗
弁
の
補
強
材
料
と
な
ら
な
い
。

移
民
法
の
専
占
も
明
示
で
規
定
し
た
。

北j去54(4・81)1177 

さ
ら
に
大
統
領
が
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
が
有
効
に
作
用
し
て
い
る
か
、
不
法
移
民
の
入
国
と
就
労
に
影
響
が
あ
る
か
を
都
合
三
年
間
、

半
年
毎
に
連
邦
議
会
に
報
告
す
る
よ
う
義
務
付
け
た
。

な
お
斗
開
一
対
〉
ω
司
問
。
〈
窃
。
は
削
除
さ
れ
、

一
九
六
三
年
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法
(
一
九
七
四
年
一
部
改
正
)
も
修
正
さ
れ
た
。



説

請
負
人
も
労
働
者
の
就
労
資
格
確
認
行
為
が
雇
用
主
と
同
様
に
義
務
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

る
小
委
員
会
」
は
全
員
一
致
で
こ
れ
を
可
決
し
た
。
上
院
司
法
委
員
会
も
一
五
対
一
で
法
案
ω
・
M
M
M
M
を
可
決
し
、

院
本
会
議
で
も
八

O
対
一
九
の
賛
成
多
数
で
こ
れ
を
通
過
さ
せ
た
。

し
か
し
下
院
の
対
応
は
正
反
対
だ
っ
た
。
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
の
虐
待
と
差
別
を
懸
念
す
る
人
権
擁
護
グ
ル
ー
プ
と
外
国
人
労
働
者
プ
ロ
グ
ラ

(ω) 

ム
に
反
対
す
る
労
働
組
合
が
中
心
と
な
っ
て
下
院
議
員
た
ち
を
反
対
派
に
仕
立
て
た
の
で
あ
る
。
国
-
m
-
U
∞
己
は
九
月
に
下
院
司
法
委
員
会

(
引
)

を
通
過
す
る
の
が
や
っ
と
で
、
会
期
中
の
二
一
月
ま
で
採
決
に
も
至
ら
な
か
っ
た
。

一
九
八
二
年
八
月
の
上

北法54(4・82)1178 

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
は
一
九
八
二
年
同
河
内
〉
に
よ
っ
て
集
大
成
の
域
に
達
し
て
い
た
。

論

上
院
は
法
案
ω
・
M
M
M
M
に
関
し
て
、
下
院
と
の
合
同
公
聴
会
を
含
め
都
合
一
六
回
も
の
公
聴
会
を
開
催
し
、
「
移
民
及
び
難
民
政
策
に
関
す

(1)
各
州
の
ぷ
目
立
♀
2
8
5
C
O
R
・
を
成
立
順
に
列
挙
す
る
と
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
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向
〉
F
F
G
-
n
。
E
-
官
∞
。
ァ
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3
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0
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H
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開
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ゆ
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一
室
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岡
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4
K
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〉
Z
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F
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宇
宙
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E
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N
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一
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ヴ
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l
ジ
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【
リ
。
。
開
望
。
工
こ
(
}
3
3
・
ヴ
ァ

l
モ
ン
ト
州

U

〈J
「
・
∞
叶
〉
4
・
〉
Z
Z
-

d
F
N
-
'
主
合
会
ヨ
∞
)
@
フ
ロ
リ
ダ
州
u

戸
〉
・
∞
叶
〉
叶
〉
Z
Z
・
宝
島
・
(
)
唱
会
運
3
・
カ
ン
サ
ス
州

U

穴
〉
Z
-
∞
斗
〉
叶
・
〉
Z
Z
・
間
N
-
'
主
宰
(
-
混
3
・
モ
ン
タ
ナ
…
…
州
u

g
Z
4
・
の
O
B
-
E
Z
-
也
記
'
凶
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\tJぜ1~記!J.霊童母~~ヰ~~(\{.!閤恒士主刺殺~..l.[[齢芭邸宅ふペ~崎〈りや。

口件、ト 4司れムミ~~“employer sanction" 販制士Hボ~~.s=--~~時。

“Sec. 31-51k. Employment of Alien not entitled to residence 

.J;\:l!î1H射線~~':;:t;と回-<~1~製霞

(a) No employer shall knowingly employ an alien who is not entitIed to lawfully residenc巴inthe United States. 

1目星座州当， <Ó.D~浜田E千ノ娼お!J..J;\:l号IH-r崎将耳誕~~ポエ zま困-<AJJ表ε \1 011ll豊臣Jν134ポ♂4ポユ

(b) Violation of the provisions of this subsection shaIl be punishable by a fine of not less two hundred nor more than five hundred dollars 

and， for any subsequent offence， by the penaIty for a c1ass A misdemeanor. 

~iii;軍事~!j:極刑w現l民....){.!単~.qロ， 1100~ 弐~..t..j同 OO~~ミ*~震~存薬!J.認がo ，もJ~怖ま匹以矧l区....){.!懸命'<t;詩言語単献 !J. 豆!ヤ。

(c) The labor commissioner shall， on or before October 1， 1972， promulgate regulations specifying the procedure to be followed by each 

employer to compliance with the provisions of this section." 

ミE司R毒霊園民担当， 1 i'宅相11社 10m::1m!J.伝記。， 1腿E!f州為~iii;国~~{]l;!~~砕いr{ð崎小句作様相U -0{]l;!-J;i r{ð lt::蛍曜豆、~<~廷が

r{ð "';:>~AJ令令。。
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CONN. GENN. STAT. ~31-5Ik. (1972). 

Carl E. Schwarz ~舘準!J. 吋ヰヰ包'組長(..0) 型車Q“fine"ti~組事..t..j~ I露宴J':;.!心二小。総(u) 型車~蜘出延長型車~~♂会!J.

や占拠エEぎ玉:--' ~#話~主!j~ti4ミ会♂ヤユ。 ....)i己J障制民lflêlEEE !J. :t:主謀~ (misdemeanor) よJ 士2 ニ付〈緩~定怖嘉誠込離が♂￡

崎県JAJ会&' IJ~ “fine" さ荏怖叫~，もJ .. 二~母子。小。 *~ti Schwarz ~~接.)起小リ心 Lよか時 o See， Carl E. Schwarz， supra 

note 1， at 402 (1983). 

(的ト lト -!:'rj トミ~~駆{同士!~岩下ノ時時。

“705. IIIegal Alien 剣道求ltill-<

(a) No employer shall knowingly employ an alien who is not entitled to lawfulIy residence in the United States， if such employment 

would have an adverse effect on lawful resident workers. 
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限度州ti' 慣誕.'1.w&æ-r子Q ，収奪霊栴.'1.鮒副食器申込同~単~4D .'1.士主'司日終lElI-K:早Jj密部.'1.W&II!-r崎将耳模 G;:ポエ zとlElI-<ムJ 辰五::-- ¥' \'1~製

~.....J νti~型化工、必エ。

(b) Any ernployer found guilty of a violation of subsection (a) of this section shall be punished by a fine of not less than $230， nor rnore 

than $575， for each offense. 

糧(何)型車G製{足以剰iぱJ ド-J4I:民法.lJ ω0..;..! 二条..;:þトQl~製m:州己、p'

紙剣先}威令~G .lJ-\匹時。

(c) Subsection (a) and (b) of this section shall not be a bar to any civil action against an ernployer based upon violation of this section." 

*~~~ (珂.;ヰ吋~ (.0)廊竺， *~.'1.~拠出.....J ..;..!1田豊臣，ト11 .'1.索令時エ{::，..;:Þ心配跡1信託送副主25ごトQ~G~ti;:ポエ。

1 ~費出土」 ο -I\lJ ll1110~ι 会~.J....j同-tJ同二ιτミ保健G!と主~æ

詰長

北霊

19 DELL. C. ~705. (1974) 

総(u) 隠はムi0 ν 1lE( 1格1憶治以吋tQ主主D@:~浅草ヤエムJ~様~G言語堅守己係性T濯や時トQi己♂'事長(四)腎G “fine"Zhlヒ主当事緩

や~tQl).lJ~~i込tQ G t-ノペ時。

(噌)スヤ入三:;:G 早足掛苦手t< G~型Z'~~tQ。

“~871. Illegal ernployrnent of aliens 

I.PROHIB1TATION. tl~ -:!::1時軍事

No ernployer shall knowingly ernploy any alien in this States who has not been lawfully adrnitted to the United States for perrnan叩 t

residence unless the ernployrnent of that alien is authorized by the United States 1rnrnigration and Naturalization Service 

限度，州当， 4D~浜田~llE(m安ど0&.'1.吋やいや G :t京困-<Gl国製自主込紘Ia'杓￡ ν ェ ω エ EぎZ" 4D~浜田K~l網土日ぷ，綬起革製品J -J4I:.....J ν エ

拠エ z京国-<.lJJRZ'や\"剤三:;:-K: ~1国型車t;.....J νti~ポペ玉、ャエ。

2.PENALTY. 眠蛮

Violation of subsection 1 shall be a Class E crirne. 1t is組 affirrnativedefense to prosecution under subsection 1 that the ernployer， 

before ernploying or referring a person for ernployrnent， rnade a good faith inquiry as to whether that person was a United States citizen 

or an alien， and if the inquire reasonably indicated that the person was an alien， the ernployer rnade a further good faith inquiry which 



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 
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あ
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す
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ME. REv. STAT. ANN. Tit.17-A， ~4-A. 3. (1975). 

(回) ト中ホ吋ー与1" "芝土日 G!と吉当事紙製{)!;!~:::ミド-Gt寝=-早J時々。

“19C. Employment of Aliens Forbidden; Exceptions; Penalty 

:rt::回-<G腿匪都吋;l!T::rt::聡明 i;Jm;im(

It shall be unlawful for any employer knowingly to employ any alien in the commonwealth， who is a student or visitor， or who has not 

been admitted to the United States for permanent residence， except those who are admitted under a work permit， or unless the 

employment of such alien is authorized by the attorney general of the United States. An employer shall not be deemed to hav巴 violated

this section if he has made a bona fide inquiry whether a person hereafter employ巴:dor referred by him is an alien， and if alien whether he 

is lawfully admitted to the United States for permanent residence， or admitted under a work permit， or is authorized by the attorney 

general of the United States to accept employment 

エ-R~ポ時|国製8i'州.，;J' 剤三:::!.l~ エ ν' え小州、，， _h~:!主総!と判' 制.;.!~-4D~浜田KÏJ.終割当製品l~￥ú;:ヲエ z丈困-<.>J J夜=-001腿8i'，~

I'Q IJ.>J ~剣道ÏJ 嶋崎。.;.!~.-J~提;t!司古t 1c'r，語4旬、，，("\ .終組製品}惚れJ{jユ:rt::1lill-<' .;ヰ吋~-4D~浜田町斑III民{血 !.l 吋やいや G:t京回-<Gt提

ホゐ;駐!言杓ヰ二 ν エ1'Q~-4D~重量-VO 1腿醍州士主'年長8i'.-J.;.!-<雲.，p.-J-Vさま嬰ぐ司令子。〈奪三設Jν'zf回〈会勾小会'主主回-<-:.苦心
~'。終回Kt-ノ?寝起:1'キ毛主日銀~~.-J ν エトQ -R' .，;J.-J-V士21話完R市t1c'掃、{d(主君主Jν三千94h'qρ .-J-v~-4D~浜田町士道~V回 !.l ム1i i'ド

越完RGi駐在TZ己1Iトペ♂ヰヰν ニ令Qi己申'穏骨lj(!.l~二.;.!ヰ~.-J.;.!~-4D' 14-型車 !.l 拠出話ドトQIJ心 !.l 士!~型化Nポエ。

The commissioner shall promulgate regulations specifying the procedure ωb巴followedby each employer to insure compliance with 

the provisions of this section. 

ホ毒霊園民(血士主将廊G曜{)!;!~陣要度州為 ~{iァドトQ.;.! 公止まざ小'"(府tJ\l←1長崎tJ令}恒常 4Jlと醤駆豆、{d(4侍令トQ .，;J Gよj令子。。

Any person who violates any provision of this section shall be punished by fine of not more than five hundred nor less than two 

hundred dollars." 

14-型車 G曜恒三矧i厳令子。エ会4君子。網、，，'同OO~~*獲1100~弐~斗G~紙4f-1~.，;Jí'い京臨ムJ -\o--I'Q 。

活苦

乱軍

MASS. ANN. LAWS ch. 149， ~19C. (1976). 
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を
用
意
す
る
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能
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す
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す
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す
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く
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そ
れ
ら
の
代
理
人
を
指
す
。
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(3)“Illegal alien" means any person not a citizen of the United States who has entered the United States in violation of the Federal 

Immigration and Naturalization Act or regulations issued thereunder， who has legally entered but without the right to be employed in the 

country， or who has legally entered su均ectto a time limit but has remained illegally after expiration of such time limit; 

ドら巡z主因-<.lJ士主'。終回 Gt岳町製綿やのv' 刑事全~nl:{対ヤ.&l:>.'.l~~長!と古当事望EELよ制民Jν r-<阻.....J{.!判.，.;>.....J v:!:主潮士活.'.l

r-<困.....J{.!為剤三~H国型æ:杓 ~l'Q~望号之込ω エ榊， .，.;>.....J-v:!:!~霊 ~!.l 区令子。ぽ民主とと哨11 早ノ?寝起.'.lベllliI.....J{.! ~~安~G慰摺GG+0降誕若手

謹q¥':J荷停制会l認が。

(b) No employer or agent for an employer shall knowingly recruit， solicit or refer for employment， or employ， an illegal alien. 

l腿E主，州、;l.....J v:!:主 11ti!1tæ:州去三割〈士主'トキ様式回〈ムJ~夜ε Ç\ Ç\'相除却事'怠~' \腿æ: G~令、;l.....J-v:!:!\腿匪会j ヤ、l'Q IJ .lJ:!:!\':Jめやエ。

(c) No employer shall knowingly employ any alien unless the employer d巴terminesthat the alien possesses the required certificate under 

the Federal Immigration and Naturalization Act or regulations issued thereunder， or has authorization from the immigration services. 

|腿æ:-州当'毛主因〈込刑事若者~nl:{士活指♂l:>.'.l~嵯!と古当事EEELi 制作。"'v"~桂11FT，語柏会j忠君主J いエ子.Q-R' "';>.....J-vさ主総出E長会三~G紘甘

会)~.....J ν エトQ-R~樫賠キJ恥L」 'Z丈回-<.lJ~夜.s:' C¥ 01醍隈~r.QリムJさや~{ポエ。

(d) A person convicted of violating this section shall be fined not less than $100.00 or more than $300.00 for conviction of a first 

offense. For any subsequent offense， a person convicted of violating this section shall be fine not less than $300.00， nor more than 

$750.00." 

程邸側lぱG伶蝶網!.l~"尽@]G~噴出処蝶.'.l星~.....J ν ， 1 00"'- 会~斗 11100"'- 弐*獲Q華経~~匂ロ~~。跡巡G昨日G~.q，D'

jii:廊剰~G除蝶榊.'.l :!:!11100~ι 弐~.J...j平岡 0"'- 会保健G案採~~認が。
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VT. STAT. ANN. Tit. 21-444a (1978). 

(0)) ~fι当区三~Gl腿E安州是認臨明言{J!;!\':J嶋崎。
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“448.09 Unauthorized aliens; employment prohibited. 
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(1) It shall be unlawful for any person knowingly to employ， hire， recruit or refer， either for himself or on behalf of another， for private 

or public employment within the state， an aIien who not duly authorized to work by the immigration laws or the Attorney General of the 

United States. 

エ会やr-Q-<妻章、;>'剤三:;--K 21 .;.qエ ν誕HE\-'~~二 <~HE \-'崎~'哲学出場、;>-'l -v ti -40 ~起因信部Ili民(皿 21 吋r-Q t提永権誕~~-'l{ポエ z丈

困-<AJ辰五=--00' 但必..，.;>-'l-v当選-<21ギ.p 0ν' 腿E雲'銀座'主主袋、;>-'l-vti 嬰<:::;-rt-(ð IJ 心士~!捜穏や崎時。

(2) The first violation of subsectio日 (1)shall be a noncriminal violation as defined in s. 775.08(3) and， upon conviction， shal1 be 

punishable as provided in s. 775.082(5) by a civil fin巴ofnot more than $500， regardless of the number of aliens with respect to whom 

the violation occuπed. 

~iil:主張( .-;)廊~!唄 l区当， s. 775.08(3)部込刑判際令時株震時右側i区AJ1酢ト(lO ~~i己表明-'l~耳障や， s. 775.082(5) ~{p-<!縛 tJ 吋王子'

畑区~釈剖21~.ut、~~:t丈回-<~-<講話LlE玄Jミ:=;-.や-v'同 OO~ι 会ω寝付会6 ニヒ吉当事総会J忌H眠、;>~AJ炉心。

(3) Any person who has been previously convicted for a violation of subsection (1) and who thereafter violates subsection (1)， shaIl be 

guiIty of misdemeanor of the second degree， punishable as provided in s. 775.082 or s. 775.083. Any such subsequent violation of this 

section shaIl constitute a separate offense with respect to each unauthorized alien." 

糧事長(ー)廊~!軍司 l足 21 ム~ 0ν~~~表明印刷士~綱決， l時3制霊感(ー)型車21矧i区-'l~~-40' 組長 11 議僻目先 21 豆(-'l' s. 775. 

082 ..，.;>-'l-vti s. 775.083. ~掛端以欄勺 0>，\1)~臨杓長崎、ρ~ょJ1眠時。キ手陣混t< ~l臨ま区制民主'届]鮮当Ezt回-<1-<210 0>，\1) 1 糧事総AJ

Jい州立令r-Q "";>~AJ -rr-Q。
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FLA. STAT. ANN. ~448.09 (1981). 

法 (N)腎'総(的)腎~ "s. 775.08" ti~l帰宅里{p-<!~ 全信;悩折哲~fã:，"~ IJAJ~ノ雨時。事長(門) 腎~“misdemeanor of the second 

degree" 21 ti 8巴今知事型吋やエ雲市固定~l!ド't<&ヰヰト。 o FLA. STAT. ANN. ~775.082，(4)(b) (1981). 

N -!司入中「くま

4宅入令 K ミ~~~ごさ主主~~持ミ:;-AJ 剛〈ぷ:=;-.'腿震判請~qi宿署世話耐震1脇士道幸司I~~ モ!- 21 .'Siê必端、と ~O 明士活指示1lliI-<~1U製陵会J r誕f立去三

(crimes affecting business) J AJ原ぺ~~\-'母子。。



“21-4409 Knowingly employing an alien iIIegally within the territory of th巴UnitedStates" 

-<-"'.IR.C'00国庄が時リ刈

(a) Knowing employing an alien illegally within the territory of the United States is the employment of such alien within the state of 

Kansas by an employer who knows such person to be iIIegally within the territory of the United States. The provisions of this section 

shall not apply to aliens who have entered the United States illegally and thereafter are permitted to remain within the United States. 

tempor紅 ilyand perrnanently， pursuant to federallaw . 

.q[J~浜田~~堅餐E144ヰエ ν刑制4君主主Iim-<ょJ .fP-C' 0 (，\ 1~型庄がト.(l l J-'" ムJ~' 。終回~~軍資.g::!l~ニ ν剣士道 !lW&1!!令ト.(l~Iim-<-'"

辰五〉必~♂， 1腿座州為収入令K三::K早-':武田〈拠出製庄がト.(llJ -'" ¥':-'母子。o -1+型車~報{同士主， 4ロ昔母国 .ê1~~誕 !l ベ阻-.J~泌， j明主主誕

.e1欄勺柏， 1 'i!t:g;'''';>---'l-v当'年43屡:g;'!l.qa終日K\':-'~iギ&I!!ω桔台♂~~:;:丈回-<.ê1 ti摺霞杓ヰヰャエ"';>~-'"ヤ~。

(b) Knowingly employing an alien iIIegally within the territory ofthe United States is a c1ass C misdemeanor." 

。終回~~巨資4EL」 4ヰニい剣士道4君主丈Iim-<ムJ Jjミ-C'('\ 01腿目安~~IJ心当' υ詩雲監~~\':-'崎時。
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KAN. STAT. ANN.~21-4409 (1981). 

校入中 rくま~g寵E言明君 {)!;!\':-'ti "a c1ass C misdemeanor" !l友Jν同 OO~τミホJ~ ，!'({:6 :;存薬 (fine)みよか'ペ♂長崎oKAN. 

STAT. ANN. ~21-4503(c)(3) (1981). 

(~)海J エ g;jiiì冨さ!と古記事紙~巻紙;{d~剣吋~。時J~駆{)!;!ti~ ト~~宅!王子\':-'%時。

“275-A: 5. Penalties 師蜜

Any person， partnership. agency， firrn， or corporation violating any provision of RSA 275-A shall be subject to a civil penalty of up to 

$1，000 for each day of noncompliance， to be imposed by the labor commissioner in accordance with the procedures established in RSA 

273: II-a. Any person aggrieved by the commissioner's assessment of such penalty may appeal in accordance with RSA 273: II-b." 

RSA 275-A ~エ会“時駁{)!;!.ê1..，;>~型Lぱが時〈套'。州国土全'司目記、P ---'l-v ti<"1鰍さ， RSA 273: II-a ~報{附"'~*'~星川己主語ニ'

ま氷窓~~血 !l ム~ ("\ν' 制ltP~1 白紙 !l や梢111 OOO~ 弐'\H\，:-， ~~と定当事誕 .ê1~令。ミE余毒霊~~回 .ê1 吋トQ~と主~*'#語~却制限;{d\{Þ(

士{.!ニ会お~網、ρ ， RSA 273: II-b ~瓢{)!;!~よ~~ニ， .Ljl捻:長)o:¥，，g¥，:-，時々。
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反
し
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雇
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す
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差
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切
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救
済
命
令
請
求
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。
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な
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限
り
使
用
者
は
雇
用
を
し
て
は
な
ら
な
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旨
規

定
さ
れ
て
い
る
。



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 
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反
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ま
ず
州
法
の
規
定
で
は
、
使
用
者
が
労
働
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の
「
就
労
資
格
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を
求
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る
の
で
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く
、
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資
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“副.1. Obligation of Employer 腿Il:E.削E;'縦総

C
E【
【

説書
16209. DEFENITION OF ALlEN ENTITLED TO LA WFUL RESIDENCE. 

潮土日:1.WIlHI令崎製定化J理主吋{!~丈回-<E;'{l!.!i昨年

てす

cn 

でF

EZ 
.，.，べ

An a1ien entitled to lawful residence shall mean any non-citizen of the United S凶 eswho is in po問問onof a Form 1-151， Alien 喜

Registration Receipt Card， or any other document issued by the United states Immigration and Naturalization service which authorizes 

him to work. 

鰻土足:1.側壁ffi-rl'(l蝶定化J~竪~N!~::t玄回-<AJ:!!' 1-151' ....，-.Jv-:!!:<ま1lliI-<桝埋設柑ト「掘， ....，-.Jv-:!!-4n~浜田哲学出E安全ヨ限延択!とE;'~足氷紘

la':1.ieKが時抑販品JI主戦-rr-Q' .q日終lffiIE;'帯主-)EUl{華堅持炉~草~-r。

16209.1. INQUIRY OF ApPLlCANT FOR EMPLOYMENT. 

国星座:1.，自燥が崎将e程剣

In ascertaining whether an applicant for employment is not entitled to lawful residence in the United States， an employer shall， 

contemporaneous with the hiring， make inquiry of such applicant as to whether he is a citizen or an alien 

!回避度:1.{主体令子。榊込4ロ終回K :1.煩斑:1.-\ギ~ffi-r時器製~稔J~裏付 ν エト(l-R勾小会佃K~空稔j鑓}揺が嶋監， 1腿座制士主浬~~否、みJt宅pνp

t主体-rr-Q榊i:1-)Enl::{革単純-R:t::困-<-R~羅桝ドト(0....，E;'よJ令子。。

16209.2. INQUIRY OF EMPLOYEE 

:依毒霊榊E;'羅桝

In ascertaining whether an employee is not entitled to lawful residence in the Unit巴dStates， an employer shall make inquiry of such 

employee as to whether he is a citizen or an alien. 

司R毒童相決。桜田空:1.摺誕:1.WIlHI-r令。鍵~~準E吋 ν エゅ会勾小会今~~倒K~~健聴~嶋監'殴Il:E州士!，飲毒霊時申込-)E出鑓井早会 Z丈回

〈会、~程桝~r-Q....，E;' AJ1眠時。

16209.3. ApPLlCANT OR EMPLOYEE CITIZEN. 

i主総-r崎将、;;:>-.Jv-さまえR毒霊将司h十EI!l:{~単純E;'容。



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 
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あ
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す
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。
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す
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追
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に
適
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備
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い
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こ
と
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証
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る
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類
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れ
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も
の
と
す
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す
る
も
の
と
す
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凹
巴
n♀F【仏凶。n2ロヨ伺gロ忌岬冨白包門5ロ宅呈-昨丹FE-百ロ円吾F『
8叩8叩色

ε相酔w
〕ヨ『3回
.
同
ロ
吾
目
白
〈
白
口
同
手
陣
門
Z
m
『
包
-
田
向
。
巳
寸
Z
5
2
F
目
z
n
F
R
H
o
n
E
g
g
g
E
O
口
白
=
色
町
自
立
O
〕
三
百
g
二
回

ロ
伺
〈
m
R
E
m
-
o
凹
田
町
。
ロ
江
口
E
m
m
H
S
門
-
z
m
z
p
z
口
弘
円
。
σ
町
田
ロ
ロ
ロ
宮
宅
『
E
-
5
2
円
四
0
2
・
円
F
m
刊
ヨ
1
0
〕
百
円
回
『
回
目
-
=
認
可
門
町
田
E
E
a
S
F
田
〈
m
F
白
色
片
岡
国
。
垣
-
a
M
M
n
o
?
"
5
1
0
『
町
四
〆

E
Z
垣
p
-
『
目
白
色
町
ロ
仲
間
門
誌
5
・

労
働
者
が
外
国
人
だ
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
労
働
者
は
合
衆
国
内
に
適
法
に
在
留
す
る
権
利
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
提
供

を
求
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
本
一
六
二

O
九
条
が
定
め
た
書
類
は
、
適
法
な
在
留
の
権
利
を
充
分
に
証
明
す
る
も
の
と
す
る
。
労
働
者
は
該

当
書
類
を
一
雇
用
日
か
ら
三
日
以
内
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
労
働
者
が
該
当
書
類
の
提
供
を
怠
り
、
雇
用
が
継
続
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
違

法
に
在
留
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
雇
用
主
が
そ
の
労
働
者
は
違
法
な
在
留
状
態
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
す
る
。

-
a
N
O
唱
・
a
.
。
開
2
2
耳
目
。

z
。
司
〉
U
〈
開
岡
田
開
問
Z
H
開
内
吋
・

悪
影
響
の
定
義

明
言
明
V
E
可
B
O
E
忠
告
白
-
Bロ
ロ
。
円
O
E
E
a
s
z
垣

P-
『
町
田
区
g
n
m
ロ
ロ
R
H
2
2
『
0
2
F
刊
号
2
0
5
ロ
加
2
5
ロ
自
己
白
口
口
町
田
谷
と
-
F
白
色
m
m
s
a
s
E
ぐ
町
民
司
白
色
ぐ
向
『
同
町

向
『
時
四
2
0
ロ
}
白
宅
『
ロ
-
B
包
色
町
ロ
丹
唱
。
『
r
m
司
聞
い

以
下
の
状
態
に
あ
っ
て
適
法
に
在
留
す
る
権
利
が
備
わ
ら
な
い
外
国
人
の
一
雇
用
は
、
適
法
に
在
留
す
る
労
働
者
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い

る
も
の
と
す
る
。

釦
-
胆
同
出
立
。
『
自
白
星
g
g
可
n
E
円
四
明
。
々
。
『
町
四
回
℃
-
3
g
m
E
ロ
2
S
E
E
m
『
包
色
。
ロ
凶
n
F
m
a
c
-
n
〉
E
C
σ
2
0
8
皇
自
白
星
官
官
E
5
5
N
喝
の
完
聞
き
・
。
・

∞
n
F
a
g
-
o
〉
B
a
g
o
g
巳
ロ
白
色
『
『
。
B
同
F
m
g
g
宮
垣
町
円
〉
色
B
S
E
E
-
。
p
d
-∞
・
0
8
E
5
2
2
『
「
刊
号
。
ァ
者
世
田
E
E
m
g
P
0
・
。

い
か
な
る
一
雇
用
職
種
で
あ
れ
、
労
働
省
連
邦
規
則
邑

Q
H如
意
C
・E
-

に
お
け
る
計
画
A
に
列
挙
さ
れ
て
な
い
一
雇
用
の
場
合
。
計
画
A
は
、
ワ
シ

ン
ト
ン
ロ

-n
合
衆
国
労
働
省
労
働
力
局
に
お
い
て
閲
覧
で
き
る
。

σ
・
同
M
a
g
g
円
S
S
S
M
-
v
z
u
『
n
2
0
2
n
E
o
s
-
ミ
8
0
2
0
回
国
各
自
岳
町
『
a
o
E
o
Z
E
伺
吉
田
E
S
E
E
垣
恒
常
・
唱
E
R
E
m
〈
問
『
岡
田
町
田
m
E
R
・
3

雇
用
主
が
労
働
者
に
支
払
う
賃
金
が
、
州
も
し
く
は
連
邦
最
低
賃
金
、
ど
ち
ら
が
高
い
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
を
下
回
る
場
合
。

円

U

色
・
〉
ι
B
5
・
向
。
色
町
一
e
E
F
∞
・
ヨ
-
f
n
z
-
∞
・
白
岡
戸
】
(
石
、
『
一
N
)

・

な
お
現
在
M
喝
の
E
m
a
o
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
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サンタションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

(
同
)
ロ
♀
。
『
刊
聞
の
白
ロ
包
括
内
。
目
〈

z
o
g
E
喝
さ
内
包
〉
宅
・
旨
・

2
凶
・
ニ
ヌ

uhpF-m耳
同
・
邑
凶

(32)・

(
m
m
)
U
O
H
2
2・
ご
凶
の
〉
「

-m耳
m・
8
少
釦
主
主

'S(戸ヨム)・

(
却
)
迂
・
己
主
品

(
幻
)
豆
島
江
田
〈

-
m
B
5
4
3
a目
白
吾
-u
・
8
∞
合
唱
豆
)
・

(
辺
)
内
。

zz・。開
Z
・印、『〉
4
・一町一
w
ナ凶

-r(-
喝、芯)・

(
お
)
ミ

3
3・
3
2
1・
E
宅・

8
∞唱曲四

8
2
0
2
3
S
-

裁
判
所
は
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
法
が
違
憲
立
法
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
、
本
案
で
救
済
判
決
を
得
る
よ
う
述
べ
て
い
る
。
足
-
担
問

S
P
P
M
-

(M)
一
般
的
に
相
手
方
主
張
の
却
下
を
求
め
る
抗
弁
を
指
す
。
田
中
英
夫
編
集
代
表
『
英
米
法
辞
典
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
)
一
一
一
一

四
l
二
二
五
頁
。

(お
)

U
町
内
包
曲
目
〈
・
巴

nphso--
〉
3
・出・

3a-
ニ

u
n
h
p
m耳
胃
・
主
品
(
苔
豆
)

(部

)
E・
民
主
。
・

(
幻
)
ミ
・

(却
)

N

V

内
内
b
z
b
p
与一N
h宇

C
-
M
・
凶
一
叫
ケ
ム
吋
戸
-
F同-Ma与一
Y
唱
品
切
の
戸
唱
凶
凶

(-243・

(却
)
h
A
-
a
凶

2
'凶
2
・

(
却
)
内
包
開
・
臼

nF垣
RN-
量
h
U
S
E
D
E
-
-
E円凶∞。(】混同)・

(

出

)

回

C
S
C
E
S
S
-
P苦
言
宮
、

h
A吾
、

s
q
h
b
sミ
q
5・4
A宮
古
き
斉
害
宅

Y
D
E
E
F
き
宅
Y
S
号
3
.
H
L
N
E
F
E
n
M
〉

Z
U
M

。Q
司
〆
Z
0・M岨
N
O凶
-

N
-
ι
W
E
M
C
(
-
唱∞凶)・

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
タ
パ

l
パ
ラ
郡
で
は
、
使
用
者
が
行
う
外
国
人
の
違
法
雇
用
に
対
し
、
当
局
は
雇
用
主
制
裁
規
定
で
は
な
く
民
法

典
の
規
定
に
よ
る
「
不
公
正
な
競
争

(
S
E
Z
O
B
M
U
2
5
5」
に
抵
触
す
る
と
し
て
立
件
起
訴
を
試
み
た
。
同
郡
地
方
裁
判
所
は
当
局
の
主
張
を

認
容
し
、
行
政
制
裁

(nz-
官

E-q)
の
支
払
命
令
と
違
法
雇
用
の
差
止
め
命
令
を
認
め
た
。
〈
移
民
〉
の
一
雇
用
を
不
公
正
な
市
場
活
動
と
い
う

概
念
で
統
制
し
よ
う
と
い
う
画
期
的
判
断
が
地
方
裁
判
所
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
忠
告
一
刊
〈
・
戸
。
ョ
白
百
。

g
Hロ
?
Z
0・
ご
い
2
ム
(
〉
唱
『
・
少

S
J可斗)一同

vg聞込町〈
-
g
a白
玄
O
H
F
n
S
F
5
p・
Z
0・
ご
い
念
∞
(
』
ロ
ロ
-u
・
3
3
)一
旬
開
。
自
己
同
〈
・
印
。

E
Zヨ
出
三
田

02m-。
百
回
目
白
押
向
。
号
ニ

zo---Mーム
mFJ『

(YAa
凶岨

-喝、
1
3
・円九
R
h
a
n
R
-
開・回

nF者
向

NLhhhug
ロ
os--箆
凶
∞
ナ
∞
M
(
苫∞凶)・
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説

(
幻
)
百
円
々
の
色
恒
三
戸
足
、
B
E
R
M
-
-
包

MMC(】遺凶)・

(
お
)
無
論
エ
ン
フ
オ
|
ス
メ
ン
ト
過
程
に
お
け
る
和
解
(
8
5
司
g
E
笠
件
数
の
デ
l
タ
は
な
い
。
和
解
の
場
合
は
経
過
が
公
表
さ
れ
ず
、
先
例

準
則
が
成
立
し
な
い
と
い
う
問
題
点
は
本
稿
中
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
詳
し
く
は
本
章
第
二
節
三
を
参
照
の
こ
と
。

(
M
A
)
唯
一
条
例
(
神
宮
2
可
。
丘
5
8
2
)
で
E
m自
立
♀
q
g
R
E
E
-
-
を
制
定
し
た
ラ
ス
ベ
ガ
ス
市
で
も
困
難
に
直
面
し
て
い
た
。
違
法
一
雇
用
の
答
で

会
社
経
営
者
を
立
件
し
た
当
局
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
「
一
雇
用
主
」
の
定
義
規
定
が
暖
昧
だ
と
し
て
「
経
営
者
」
の
雇
用
責
任
を
認
め
な
か
っ

た
と
い
う
o
c
q
え
F
g
〈
町
宮
:
-
E典
出
向
予

Z
0
・
N
g
E
P
B
〈
開
m
a
p
s
q
n
o
g
-
色
R
M
∞
4
3ぷ
)
L
官
民
島
町
内
包
間
的
n
F者
向

N
L
号
、
む
ロ
C
円
相
プ

島問凶∞叶・

(
お
)
2
0
N
9
5
E
F
-
-日
F
m
q
g
玄
白
血
向
山
M
S
E
n
z
d
『
・
露
骨
田
E
7
凶
ぷ
何
回
E同省
-
E
C
・
2
-
(
-
ヨhH)・

(
お
)
0
8
自
g
g
Z同
E
F
2
8
a
H
E
E
2
q
〈
・
2
8
記
号
s
z
h
E
S
-
-
z
n
音
色
町
5
2
2
0
ご
Z
Z
S
U
2
5
2
門
。
E
2
・
。
白
-
E
g
g
s
タ
ζ
g
z
E
)

宙
開
?
右
∞
N
・
M
g
-
L
温
凶
)
入
言
え
の
巴
開
・
∞
n
F垣
間
N
L
号
、
a
g
門
m
f
由
同
凶
∞
M
自
己
・

(
幻
)
内
包
開
-
w
z
p
h
R唱
S
E
S
-
-
同
門
出
品
目
当
・

(
お
)
忠
良

ugE宝・

(
却
)
「
予
備
報
告
書
」
は
合
衆
国
の
移
民
政
策
に
関
す
る
論
点
毎
に
そ
れ
ぞ
れ
充
実
し
た
レ
ポ
ー
ト
を
採
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
レ
ポ
ー
ト
は

∞
白
河
喝
の
ス
タ
ッ
フ
が
執
筆
し
た
他
、
行
政
当
局
の
研
究
報
告
書
や
外
部
機
関
へ
委
託
さ
れ
た
研
究
報
告
書
も
含
ま
れ
て
い
る
。

雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
、
特
に
行
政
制
裁
そ
の
も
の
を
論
題
に
す
る
レ
ポ
ー
ト
は
な
か
っ
た
が
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
は
存
在
し
た
。

一
つ
は
一
九
八
O
年
当
時
の
現
行
労
働
法
規
の
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
に
関
わ
っ
て
い
た
連
邦
労
働
省
賃
金
及
び
労
働
時
間
局
(
垣
島
m
n
g
a

z
c
E
g
i
g
ロ
)
の
調
査
報
告
書
E
2
E
a
官
官
る
で
あ
る
。
同
局
は
関
係
当
局
の
連
携
、
そ
し
て
潤
沢
な
執
行
予
算
が
フ
ィ
ー
ル
ド
捜
杏
と

行
政
制
裁
の
エ
ン
フ
オ
|
ス
メ
ン
ト
を
成
功
さ
せ
る
と
提
言
し
た
。
連
携
な
く
し
て
就
労
証
明
証
書
や
捜
査
資
料
の
調
達
融
通
は
不
可
能
で
あ

る
し
、
予
算
な
く
し
て
は
場
当
た
り
的
(
者
2
S
R
E
口
問
)
な
エ
ン
フ
ォ

l
ス
メ
ン
ト
し
か
出
来
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は

賃
金
及
び
労
働
時
間
局
が
来
る
べ
き
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
執
行
担
当
局
に
な
る
だ
ろ
う
と
事
前
予
測
し
、
こ
う
し
た
提
言
を
行
っ
て
い
た

点
で
あ
る
。
C
E
再
開
a
g
a
m
目
的
色
叩
円
丹
内
。
B
5
5
2
0
E
C
口
問
E
B
』
m
B
E
g
g
a
河
町
内
ロ
明
白
白
句
。
-
R〕子

q
-
h
-
R
E
ヨ
命
、
む
な
も
湾
、
ミ
民
門
司
b
s
n
ご
岳
町
E
M
『
S
E
H
ご
.
ミ
内
2
・
h
F

b
苦
肉
ミ
F
L
S
H
Z
h
H
品
、
』
州
問
、
。
ミ
ミ
号
室
内
ミ
む
さ
さ
E
2
2
言
豆
、
む
き
:
=
色
、
だ
も
崎
町
内
E
2
9
2
言
語
。
=
ミ
お
む
ζ
S
S
『
向
。
=
S
H
E
同

SK『町民

M
E
a
-
N
8
0
2
2
温
3
・

論

北j去54(4・98)1194 



サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

も
う
一
つ
は
米
ノ

l
ト
ル
ダ
ム
大
学
法
学
部
2
0
5
E
B
Z
K
M
E
a
-
々
C
宅
∞
n
F
o
o
一
)
に
研
究
依
頼
し
た
「
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
研
究
」

で
、
行
政
制
裁
の
特
質
と
判
例
の
動
向
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
ミ
己
主
∞
自
凶
C
-

行
政
制
裁
に
わ
ず
か
な
言
及
し
か
な
か
っ
た
立
法
過
程
の
懲
罰
制
度
構
想
に
お
い
て
両
レ
ポ
ー
ト
は
貴
重
な
関
係
資
料
で
あ
り
、
制
度
構
想

及
び
計
画
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
判
)
最
終
的
に
は
一
四
対
二
で
メ
ン
バ
ー
の
圧
倒
的
支
持
を
得
て
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
の
早
期
立
法
勧
告
が
決
議
さ
れ
た

o
C
5旦
∞
E
a
r
-

-
白
2
n
o
B
B
U
m
-
。
口
。
口
同
B
E
a
s
E
O
ロ
自
色
河
町
『
E
m
m四
国

M
O
-
-
n
〕
子
向
、
・
h
・
3
2
九
旬
、
む
之
室
、
ミ
h
q
s
え
H
E
A
可
ミ
ロ
2
2
3
ミ
自
認
定
、
町
h
F
H
E
同
2
3
R
H
~
河
合
ミ
H
q
h
H
E
m
p
r
Q

門
。
還
さ
.
2
S
S
言
語
凡
旬
、
ミ
凡
也
、
H
R
H
ミ
河
町
、
h
句
内
向
、
む
と
会
E
M
M
町
、
h
s
h
~
~
a
b
~
呈
お
さ
と
き
さ
忌
町
内
門
、
三
H
R
え
M
S
H
R
♂
品
目
(
-
。
∞
-
)
・

(HU)hh-SMM品IM唱・

(
位
)
迂
・
白
E
M
E
S

(
日
)
注
・
釦
門
部
∞
ふ
唱
・

(
叫
)
連
邦
議
会
上
下
両
院
の
合
同
公
聴
会
と
い
う
手
法
は
、
早
く
も
一
九
八
一
年
五
月
に
印
何
回
初
旬
提
出
の
最
終
報
告
書
に
関
す
る
公
聴
会
で
、
六

月
に
は
「
移
民
及
び
難
民
政
策
に
関
す
る
行
政
府
提
案
(
〉
斗
E
=
E
S
E
S
〆
型
。
宮
邑
S
E
ヨ凹
E
-
2
2♀

m
m
p伺
m
m
g
r
可
)
」
に
関
す
る
公
聴

会
で
用
い
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
そ
の
∞
白
河
司
最
終
報
告
書
は
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
関
し
て
労
働
者
の
就
労
資
格
を
証
明
す
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
偽
造
防
止

対
策
や
証
明
確
認
シ
ス
テ
ム
の
詳
細
を
提
案
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
∞
白
河
司
内
部
で
は
、
ぷ
ヨ
立
。
苫
『
Z
R
Z
O
ロ
ョ
に
は
一
四
名
の
賛
同
が
得
ら

れ
た
も
の
の
、
人
権
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
か
ら
身
元
保
証
シ
ス
テ
ム
付
き
の
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
に
賛
同
す
る
メ
ン
バ
ー
は
た
っ
た
八
名
し

か
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
足
-
E
円
台
・

五
月
の
合
同
公
聴
会
は
白
内
局
司
最
終
報
告
書
を
総
じ
て
歓
迎
し
た
が
、
勧
告
さ
れ
た
各
点
は
な
お
議
論
を
要
す
る
検
討
課
題
と
な
っ
た
o

h
J
S
ミ
河
内
宮
ミ
久
忌
同
M
丘
町
ミ
内
S
き
な
と
2
2
吉
宮
武

5
5ヨ
む
辺
氏
河
内
も
句
尽
き
た
会
皇
室
ミ
ミ
E
ミ
ミ
h
h
r
否
、
内
h
S
円
。
言
語
凡
言
問
。
=
言
語
お
さ
え
q
z
a
z
え

』

4
A
b
h
崎
町
町
、
=
~
九
ミ
ミ
号
'
同
町
、
悼
む
芯
む
さ
唱
え
H
S
S
H
p
n
」
ミ
E
口
、
吐
き
h
p
F
門
己
主
主
ミ
尽
き
な
陶
芸
百
三
ミ
ア
河
内
」
「
忠
実
2
2
民
営
『
S
H
E
-
お
む
こ
b
宅
q
h
号

、
叫
。
志
向
n
b
S
苦
言
町
内
。
=
$
司
」
E
込
町
宮
ミ
w
b
z
S
町
、
s
b
~
河
内
、
。
ミ
。
h
S
司
何
同
~
同
町
同
門
リ
。
ョ
ヨ
ロ
己
巴
ミ
ミ
目
、
さ
き
九
旬
、
む
と
2
H
a
s
h
叫
河
町
」
司
h
h
句
司
旬
、
q
E
門
(
予
A
W

斗同町内。口開・-国同

回町田国・凶凶
io

同品(-唱∞})・

行
政
府
提
案
は
本
稿
で
後
述
す
る
レ
ー
ガ
ン
プ
ラ
ン
の
母
体
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
最
終
報
告
書
に
欠
け
て
い
た
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
制
度
の
運

~tì去54(4 ・ 99) 1195 



説

用
と
い
う
観
点
を
行
政
府
提
案
が
補
う
役
目
を
果
た
し
た
。
〉
え
さ

ZEE-swhhu号
、
ロ
包

P
S
言
語
可
否
え

qsnHSえ
L
P
B
h
h
2
E
h
q
-
E吉
町
内
む
江
主

守
急
ミ

H
Z
M
S円
。
還
さ
.HH尽
き
言
言
、
2

3
河
内
志
穂
町

h
S乱
含
尽
き

2
2む
こ
む
宅
ミ

H
Z
h
q
S司会ヨミロ.『『町内
qZHE同
甘
え
さ
む
ミ
き
札

M
5
8
3
5
2

2
』
還
さ
旬
、
む
き

=
s
a
p弐
宮
崎
町
内
、

qEミ
ミ

HE同
MSbH町
内
也
君
主
町
同
『
同
町
巴
苫
忌
同
』
白
色
九
九
円

E
q
-
-司
、
世
え
豆
諸
宣
言
え
も
お
.
旬
、
さ
hugb~hqzh君
主
同

5
5
3
2え

』耐久ピ同町内、ロロ円〉
J

由、コ
F
・の
O
回
開
・
戸
田
同

ω伺
印
刷
・
ナ
凶
A

M

(

戸川W
M
W
3

・
、
町
、
江
沼
町
内
門
出
品
お
同
〉
玄
開
印
同
U
-

∞〉同「
j
F

ロY
同冨玄
-OFF-コ
CZ
〉
Z
U
Z〉
4
5
Z〉「
-44
〉門司回一

F
開
。
回
明
「
〉
叶
同
〈
開
国
国
的

40間
関
∞
〉

z
u
m問問、
hpJEUUon巴
玄
開

Z司印
w戸喝、司、可】⑤∞
A
F
〈♀・

-M・
00n・凶-(-。∞斗)

(
M
M
)

ミ
・
担
問
∞
・
司
法
長
官
ス
ミ
ス
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
規
定
よ
り
も
使
用
者
が
い
か
な
る
労
働
者
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
や
ラ
イ
セ
ン
ス
を
確
認
す
べ
き
な

の
か
に
つ
い
て
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
司
法
省
の
意
向
は
新
日
カ

l
ド
の
新
設
で
は
な
く
、
望
的
が
発
行
す
る
永
住
外
国
人
カ

l
ド
(
由
旬
。
『
'

E
g
g
S
E
S
E
-
g
g込
)
や
一
時
的
労
働
者
査
証
(
芯

S
2
3
5呆
2

3白
)
の
ど
ち
ら
か
と
、
自
動
車
運
転
免
許
証
、
社
会
保
障
カ

l
ド、

出
生
証
明
書
、
外
国
人
登
録
書
(
お
加

Z
S
E
8
8
3
E
B
B
-
a
z
a
s
号

m
r
z
g
s
r
z
n
n
d
a
n
B
)
の
う
ち
か
ら
二
つ
を
労
働
者
が
使
用
者
に

提
示
し
、
な
お
か
つ
労
働
者
が
書
式
に
サ
イ
ン
す
る
こ
と
で
、
使
用
者
と
労
働
者
の
間
で
就
労
資
格
を
確
認
さ
せ
る
算
段
だ
っ
た
。
な
お
偽
造

防
止
加
工
を
施
し
た
巴
カ

l
ド
を
労
働
者
に
交
付
す
る
に
は
二

O
億
ド
ル
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
。
同
九
・
担
問
∞
lp

(
判
)
己
∞
向
。

Z0・河開
A
Y
Z。
・
-
品
一
戸
田
=
、
唱
一
凶
ム
N
b
o
N
(
這
∞
N
)
・

E

。BE
Z
ニB
E
q邑
s
n
oロ
5
-
〉
口
同
=
と
い
う
名
が
表
す
通
り
、
法
案
は
様
々
な
施
策
を
含
ん
で
い
た
。
不
法
移
民
に
関
係
す
る
施
策
と
し

て
は
、
第
一
に
一
九
八

O
年
一
月
一
日
以
前
に
合
衆
国
に
入
国
し
継
続
し
て
在
留
す
る
外
国
人
に
、
申
請
に
よ
っ
て
三
年
間
ず
つ
在
留
と
就
労

資
格

(gg宮
g
q
E
E
g
z
s
g
)
を
与
え
、
一

O
年
聞
が
経
過
し
た
の
ち
に
は
英
語
能
力
の
テ
ス
ト
を
経
て
、
水
住
権
(
官

5
2
2ご
g号
足
立

を
与
え
る
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
を
用
意
し
た

o
E
-
a
E
-
b
s
-
第
二
に
、
二
年
間
に
五

0
0
0
0
人
の
メ
キ
シ
コ
人
を
「
非
移
民

(
=
S
E
E
m『包門)」、

つ
ま
り
一
時
的
労
働
者
と
し
て
導
入
す
る
規
定
も
用
意
さ
れ
た
。
同
九
・
酔
門
的
ニ
冶
ヨ
E

申∞・

な
お
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
で
の
移
民
法
改
正
劇
を
政
治
的
ブ
ル

l
ラ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
以
下
の
資
料
を
参
照
の
こ
と

o
E
3
0
E

S
p
g
:
S守
主
主
ロ
ミ
ミ
言
豆
、
皇
室
守
宅
至
急
・
sh-
呂
町
宮
遺
骨
ミ
ロ
言
、
州
事

3
2
h
pミ
ミ
〉
ミ
ミ

3
h
a・
=
円
〉
者
〉

z
u
g
E
2
z
o
-
-
一-

戸、司'品吋(戸。∞喧)・

(
訂
)
】

M∞
内
。

Z0・
m開
p-Z0・E
凶岨∞
-
N
・00ア∞
-M40。
M(苫∞
N
)
・

な
お
一
九
六
三
年
農
業
労
働
者
供
給
請
負
人
登
録
法
(
一
九
七
四
年
一
部
改
正
)
は
あ
わ
せ
て
修
正
さ
れ
、
請
負
人
が
労
働
者
を
採
用
す
る

際
に
は
、
上
記
盟
〉
の
各
項
を
順
守
し
な
け
れ
ば
労
働
長
官
に
よ
る
請
負
人
登
録
証
の
発
行
と
交
付
が
滞
る
こ
と
よ
う
に
し
た
。
ミ
・
日
同
巴
ア

北ii;54(4・100)1196 
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T

the employment of illegal aliens on small business， supra note 48， at 8 and 21 (statement of J. George Piccoli， Vice President of Human 

Relations of the New York Chamber of Commerce and Industry， and Robert B. Neville， Washington Council， National Restaurant 

Association， Washington， D.C.) 

(SS) Id. at 16-17，20， and 51 (statement of Ch紅 lesA. Brewer， Jr.， President， Charles A. Brewer Co.， Anaham， Calif.， Robert B. Neville， 

Washington Council， National Restaurant Association， Washington， D.C.， and Walter D. Rubstein， Director， Division of Retirement and 

Survivors Policy， Office ofPolicy and Regulations， Social Security Administration) 

(巴)Kitty Clavita， Employer Sanctions Violations: Toward a Dialectical Model of White-Collar Crime， 24 LAW & SOCIETY REVIEW， No.4， 

1041， 1057-58 (1990). 

(臼)<H1栄〈鍵~..q~ (U.S. Commission on Civil Rights) 令 MALDEF(Mexican-American Legal Defense and Educational Fund)ゐ

l民主盤籾(;~蝋早ノ時(ì ~O Immigration Reform， Hearings before the Subcommittee on Immigration， Refttgees， and Intemational Law 

of the Committee on the Judiciary， House of Representative， on Immigration Reform， 97th Cong. 1 st Sess. 264-351 (1981) reprinted in 

JAMES F. BAILY， III， IMMIGRATION AND NATIONALITY ACTS: LEGISLATIVE HISTORIES AND RELATED DOCUMENTS， 1977-1986， 

Vo1.l5， Doc. 59 (1987) (testimony of Arther Fleming， Chairman， U.S. Commission on civillights， Morris J. Baller， Vice President for 

Legal Programs， Mexican-American Legal Defense and Educational Fund， and John Shattuck， National Legislative Director， American 

Civil Liberties Union) 

(巴)Id. at 377-441 (testimony of Michael Piore， Professor of Industrial Relations， Department of Economics， Massachusetts Institut巴of

Technology， Charles Knapp， Visiting Professor of Economics and Public Policy， George Washington University， and Sylvia Hewlett， 

Executive Dire氾tor，Economic Policy Council， United States Nation). 

(呂)Id. at 246-47 (testimony of Alan C. Nelson， Deputy Commissioner， Immigration and Naturalization Service， Department of Justice) 

(巴)The Knowing Employment of Illegal Immigrants， Hearings before the Subcommittee on Immigration and Refugee Policy of the 

Committee on the Judiciaη， United States Senate on Employer Sanction， 97th Cong. 1 st. Sess. 194-99 (1981)， reprinted in JAMES F 

BAILY， III， IMMIGRATION AND NATIONALITY ACTS: LEGISLATIVE HISTORIES AND RELATED DOCUMENTS， 1977-1986， Vo1.20， Doc. 72 

(1987). 
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サンクションを通じて見た外国人、雇用ルール、そして労働法 (3) 

(
日
)
こ
れ
は

E

凶
吉
宮
S
E
Z
R
N
O
ユ

Z
-
(シ
ン
プ
ソ
ン
1

マ
ゾ
リ
法
案
)
ョ
と
通
称
さ
れ
て
い
る

0
4見
切
吋
∞
5
宮

ge富
良
N
O
ユ
立
=
ョ
と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
る
。
法
案
臼
・
M
M
N
N
/
Z
-
m
-
誌
は
は
会
期
中
に
す
ん
な
り
と
成
立
し
な
か
っ
た
。
次
期
以
降
に
提
出
さ
れ
た
ジ
ョ
イ
ン
ト
法
案
が

品
加
の
O
Z
U
∞
E
官
。
=
'
玄
関
自
ロ
Z
E
-
-
で
あ
る
。

(
町
)
法
案
国
-
m
-
誌
は
/
∞
・
M
M
M
M
は
、
雇
用
主
が
雇
用
の
際
順
守
す
べ
き
手
順
を
詳
細
に
法
律
で
定
め
た
点
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
ず
雇
用
主
は
外
国

人
に
限
ら
ず
事
実
上
労
働
者
(
応
募
者
)
全
員
の
就
労
資
格
を
確
認
す
る
義
務
が
生
じ
た
(
凶
R
M
豆
〉
・
写
会
)
(
切
)
)
。
そ
の
際
確
認
す
べ
き
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
も
法
律
内
に
列
挙
さ
れ
た
3
2
・
M
斗
A
r
p
-
(
σ
)
(
】
)
(
〉
)
人
回
)
)
。
雇
用
主
は
一
雇
用
の
開
始
時
か
ら
五
年
、
一
雇
用
の
終
了
時
か
ら
一
年
は
労
働
者

の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
保
管
が
義
務
付
け
ら
れ
た
3
2
・
出
品
〉
・
3
)
(
凶
)
)
。
違
法
な
外
国
人
の
一
雇
用
に
は
関
わ
っ
て
い
な
く
て
も
、
こ
れ
ら
の
義
務

違
反
に
は
行
政
制
裁
が
与
え
ら
れ
る
3
2
・
出
品
、
F
・
2)(凶
)
)
。
つ
ま
り
資
格
確
認
を
怠
る
こ
と
自
体
が
、
新
た
な
ペ
ナ
ル
テ
ィ
の
対
象
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
』
還
さ
お
『
ミ
S
=
』
N
A
守
ミ
H
a
z
h
叫
内
。
ミ
可
。
~
み
ミ
ミ
右
足
・
屋
、
ミ
ミ
志
向
、
目
苫
句
h
r
E
唱
え
H
F
2
・
5
門
司
還
さ
む
尽
き
『
さ
き
旬
、
6
2
2
・
河
久
宮
崎
町
内
h
w
S
H
民
営
『
同
「

さ
き
さ
己
A
H
宅
ミ
H
E
ヱ
リ
色
遣
さ
宮
町
S
H
F
こ
官
民
主
b
q
図
。
z
R
A
『
均
旬
、
5
2
F
S
5
h
n
耐
え
智
守
門
司
遣
さ
H
R
E
V
Z
H
遣
さ
如
、
2
3
2ぇ
p
p
h
R
h
u
o
ロ
ミ
局
、
司
宮

内
色
遣
さ
む
町
内
室
『
を
』
E
E
a
q
q
ミ
芯
A
M
H
B
H
S
M
2
b
芯
室
町
・
』

C
句UWNS九h・MMUN-ヨ門町内O口開-Mロ色・∞和国国
ahf
∞
戸
(
苫
∞
M
)
@
高
司
室
内
九
九
三
〉
玄
開
担
問
U
回
〉
戸

J

〉

国
戸
間
玄
玄
向
。
m
〉
d
o
z
〉
Z
U
Z
〉
叶
目
。
Z
〉
ロ
↓
J

「
〉
の
叶
印
一
F
m
o
a
F
〉
叶
【
〈
開
出
目
印
叶
O
E
開
印
〉
Z
O
何
回
〉
司
開
U
U
o
n
C
玄
関
Z
H，M
T
}
喝、司、下}唱Mwhr〈。FN-400n・斗⑤(-唱∞吋)・

(
同
州
)
言
き
旬
、
急
q
z
p
守
3
2
丸
町
ロ
ミ
3
F
河
内
、
ロ
ミ
ミ
H
E
n
-
苦
言
凡
同
H
2
2
5
?
E
S
R
a
q
w
円
』
ミ
同
町
九
'
同
室
S
P
3
b
『
向
w
s
h
-
N
N
M
M
S
H
F
b
h
E
E
S
~
白
え

さ
.
5
コ.
0
、
三
3
2
2
0
M
(
同事
M
)
、
も
き
同
町
、
S
F
E
E
-
固
と
F
E
-
-
z
言
。
E
d
o
z
〉
Z
U
Z
E
5
2
E
4
R
d
E
2
∞
E
4
2凹
呂
田
4
S
号
室
。

何
回
〉
吋
E
u
-
-
唱
・
コ
ム
唱
∞
少
〈
。
F
M
少
。
。
n
・
唱
。
(
戸
。
∞
吋
)
・

上
院
議
員
ケ
ネ
デ
ィ
(
関
口
当
〉
河
口
声
穴
巴
4
2
明
ロ
ペ
)
は
、
た
と
え
小
規
模
事
業
主
ら
に
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
の
適
用
除
外
要
件
が
備
わ
っ

て
い
て
も
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
に
付
属
す
る
就
労
資
格
確
認
規
定
は
と
り
わ
け
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
系
、
ア
ジ
ア
系
市
民
に
差
別
を
生
じ
さ
せ

る
と
し
て
サ
ン
セ
ッ
ト
条
項
(
凹
5
8
ζ
円

2
2
5
ロ
)
を
加
え
る
よ
う
主
張
し
た
o
E
-
R
ご
⑤
E
M
O
(
E
E
ュ
々
丘
2
6
0
『
臼

g包
。
『
穴

gロ
邑
芋

こ
の
サ
ン
セ
ッ
ト
条
項
は
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
と
就
労
資
格
確
認
規
定
を
立
法
後
三
年
経
過
の
の
ち
廃
止
し
、
期
間
経
過
後
は
よ
り
よ
い

新
制
度
の
立
法
と
施
行
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
雨
規
定
が
差
別
の
問
題
に
無
関
係
な
ら
ば
、
継
続
し
て
従
来
の
規
定
が
施
行
さ
れ
る
。

ケ
ネ
デ
ィ
修
正
案
は
上
院
司
法
委
員
会
で
否
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
仮
に
可
決
さ
れ
れ
ば
連
邦
政
府
の
新
た
な
火
種
と
な
る
と
こ
ろ
だ
っ

た
。
サ
ン
セ
ッ
ト
条
項
は
国
家
行
政
の
縮
小
の
一
手
法
で
あ
り
、
〈
国
家
の
退
場
〉
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
だ
が
連
邦
政
府
は
サ
ン
セ
ッ
ト
法

制
導
入
を
当
初
跨
賭
し
て
い
た
。
政
策
決
定
権
力
を
事
実
上
備
え
た
各
小
委
員
会
は
、
サ
ン
セ
ッ
ト
条
項
に
否
定
的
な
態
度
を
示
し
て
い
た
。
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説
ヨ;、
自問

議
員
た
ち
が
せ
っ
か
く
成
立
さ
せ
た
事
業
法
案
を
、
縮
小
廃
止
を
前
提
と
す
る
事
後
的
審
査
に
追
い
込
む
の
に
抵
抗
す
る
の
は
当
然
だ
っ
た
。

国
家
行
政
の
縮
減
と
後
退
を
考
え
る
際
、
サ
ン
セ
ッ
ト
条
項
の
導
入
機
運
は
新
た
な
分
析
視
角
を
提
示
す
る
。
当
時
、
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規

定
と
就
労
資
格
確
認
規
定
を
執
行
運
営
す
る
だ
け
で
も
二

0
0
0
万
ド
ル
の
予
算
が
必
要
だ
っ
た
。
両
規
定
は
公
平
と
平
等
に
反
す
る
と
い
う

よ
り
、
事
業
規
模
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
を
間
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
o
p
n
中
村
陽
一
「
ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
の
サ
ン
セ
ッ
ト
法
案
ー
そ
の
た

ど
っ
た
運
命
|
」
『
自
治
研
修
』
第
二
六
七
号
(
一
九
八
二
年
)
五
六
i
六
一
所
収
、
五
八
五
九
頁
、
森
田
徳
『
サ
ン
セ
ッ
ト
法
概
説
!
ア
メ

リ
カ
各
州
に
お
け
る
実
際
|
』
(
公
務
職
員
研
修
協
会
、
一
九
八
O
年
)
一
一
一
一
一
九
|
二
七
五
頁
、
永
田
尚
久
「
政
策
主
導
型
行
財
政
運
営
|
ゼ
ロ

ベ
l
ス
・
サ
ン
セ
ッ
ト
・
レ
ピ
ユ
ウ
』
(
第
一
法
規
、
一
九
八
二
年
)
二
八
四
|
二
九
九
頁
。

(
印
)
こ
の
規
定
は
行
政
当
局
と
の
算
定
額
に
つ
い
て
和
解
(
g
B℃
8
呂
田
町
)
可
能
性
を
全
く
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
印
)
百
四
々
の
色
里
E
L
苦
言
=
。
ぉ
怠
-
a
E
(
-
温
唱
)
・
反
対
派
議
員
た
ち
は
法
案
成
立
を
阻
止
す
る
た
め
の
二
一
O
O
も
の
修
正
案
を
準
備
し
た
と
い
う
。

(
削
)
一
九
八
二
年
一
二
月
ま
で
に
下
院
各
審
議
過
程
で
法
案
国

-m-誌
は
に
は
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
制
度
関
係
の
規
定
だ

け
で
も
数
多
の
修
正
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
上
院
案
と
同
様
に
小
規
模
事
業
主
に
は
就
労
資
格
確
認
規
定
の
適
用
を
除
外
す
る
修
正
だ
っ
た
。

そ
の
二
つ
日
は
、
違
反
雇
用
に
関
わ
っ
た
雇
用
主
に
対
し
て
初
回
の
み
は
サ
イ
テ
イ
シ
ヨ
ン
(
n
E
E
S
)
の
発
行
の
み
に
と
ど
め
る
修
正
だ
っ

た
。
三
つ
目
は
制
裁
内
容
の
変
更
で
あ
る
。
初
回
の
違
反
に
は
注
意
警
告
の
み
を
発
し
て
制
裁
を
与
え
・
な
い
分
、
違
反
雇
用
が
三
回
目
以
降
は

場
合
に
よ
り
刑
事
制
裁
と
し
て
最
高
一
二
0
0
0
ド
ル
の
科
料
お
よ
び
/
ま
た
は
一
年
を
越
え
な
い
禁
固
刑
を
与
え
る
。
就
労
資
格
確
認
を
怠
っ

た
場
合
の
行
政
制
裁
規
定
は
削
除
さ
れ
た
。
書
類
確
認
の
悌
怠
は
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
を
与
え
る
に
値
し
な
い
と
い
う
判
断
だ
っ
た
。
言
遺
伝
S
S
君

津
守
5
s
h
n
q
ミ
ヨ
E
ミ
ミ
右
足
w
h
C
h
u
-
ミ
ミ
ロ
-
U
1
・
望
。
・
E
、
4
R
L
子
。
藷
H
E
町
内
リ
。
君
、
さ
S
S
E
R
門
む
き
=
与
え
E
ぎ
と
与
さ
号
、
ミ
H
b
ミ
s
s
q
S司
E

S
b
円
円
。
遣
、
む
昌
司
、
同
・
河
-
a
M
E
-
円
、
=
h
R
h
h
S
H
a
h
s
b
H
F
申
叶
門
戸
内
。
ロ
?
M
E
品
目
四
回
目
・
凶
一
N
E

品
、
司
(
】
喧
∞
M
)
@
否
、
ミ
ミ
え
さ
』
〉
塁
間
的
何
回
〉
-
F
J
F
同
固
い
豆
玄
5
F
h
J

『向。z

〉
Z
U
Z
〉
4
5
Z
〉
「
門
司
J
円
〉
2
∞E
O
回
目
「
〉
己
〈
開
E
Z
4
0
E
E
〉
Z
ロ
旨
E
-
4
m
O
U
R
C
V
品
開
7

『戸
3

2
的

C
3
E
耳
目
ロ
↓
F
〈
♀
・
凶
H
b
o
n
-
N
凶
(
3
3
)
・

下
院
で
は
移
民
法
改
革
法
案
の
動
向
に
関
し
て
司
法
委
員
会
の
他
に
教
育
及
び
労
働
委
員
会
会
F
O
E
B
E
2
8
S
E
E
n
邑
S

包
2
1
与
。
『
)
の

影
響
が
大
き
く
作
用
し
た
。
会
期
末
間
近
の
一
九
八
二
年
二
一
月
頃
明
ら
か
に
さ
れ
た
修
正
法
案
国

-m・8
Z
は
、
一
雇
用
主
〈
懲
罰
〉
規
定
と
就

労
資
格
確
認
規
定
が
雇
用
差
別
も
し
く
は
採
用
差
別
を
起
こ
す
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
ア
フ

7
1
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
お
よ
び
差
別
を
受
け

た
労
働
者
の
訴
訟
上
の
救
済
規
定
を
用
意
し
て
い
た
。
他
方
で
就
労
資
格
確
認
を
行
わ
な
い
使
用
者
に
は
三
段
階
(
円
買
問
中
器
芝
の
行
政
制
裁

を
規
定
し
、
三
回
目
以
降
の
確
認
義
務
違
反
に
は
一
五
0
0
ド
ル
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
足
-
島
田
-
o
-
M
-
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